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民
事
訴
訟
決
第
七
十
條
に
所
謂
裁
判
の
数
力
の

本
質
な
論
ず

宮
　
崎

澄
　
夫

　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
序
論

　
我
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
は
、
從
滲
加
の
場
合
に
於
て
嘗
事
者
間
に
爲
き
れ
る
た
裁
到
が
從
滲
加
人
に
封
し
て
も

其
の
敷
力
を
有
す
る
旨
を
規
定
し
た
ウ
、
曰
く
「
前
條
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
謬
加
人
ガ
訴
訟
行
爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
叉

ハ
其
ノ
訴
訟
行
爲
ヵ
敷
カ
ヲ
有
セ
ナ
リ
シ
場
合
．
被
滲
遡
人
ヵ
滲
加
人
ノ
訴
訟
行
爲
ヲ
妨
ヶ
タ
ル
揚
合
及
被
滲
加
人

力
滲
加
人
ノ
爲
ス
コ
ト
能
ハ
ナ
ル
訴
訟
行
爲
ヲ
故
意
叉
ハ
愚
失
二
因
リ
テ
爲
ヅ
サ
リ
シ
揚
合
ヲ
除
ク
外
裁
鋼
ハ
蓼
加

人
昌
封
シ
テ
モ
共
ノ
敷
カ
ヲ
有
ス
」
ご
。
猫
乙
民
事
訴
訟
法
に
於
て
之
に
相
営
す
る
規
定
は
其
の
第
六
十
八
條
な
夕
。

伺
條
に
曰
く
「
從
墾
加
人
ハ
主
タ
ル
當
事
者
ト
ノ
關
係
二
於
プ
ハ
、
其
ノ
嘗
箏
潜
ガ
裁
鋼
斯
一
一
提
出
シ
タ
ル
訴
訟
ガ

誤
ッ
テ
裁
到
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
從
滲
加
人
ハ
、
英
ノ
附
随
ノ
時
二
於
ケ
ル
訴
訟
ノ
程
度
晶
ヨ

　
　
　
　
民
事
騨
訟
法
第
七
十
傑
に
所
謂
裁
荊
の
数
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
菖



　
　
　
　
民
富
『
訴
訟
法
第
七
十
傑
に
所
”
曲
載
鱒
冊
斜
”
の
数
力
の
本
質
を
“
欝
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
九
四
一

ン
叉
ハ
當
事
者
ノ
陳
蓮
及
行
爲
晶
ヨ
リ
攻
撃
方
法
及
防
禦
方
法
ヲ
提
出
ス
ル
”
ト
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
タ
ル
揚
合
若
ク
～
．
其

ノ
知
ラ
ナ
リ
シ
攻
撃
方
法
或
ハ
防
禦
方
法
ヲ
主
タ
ル
當
事
者
ガ
故
意
叉
ハ
策
大
ナ
ル
遇
失
軸
一
因
リ
提
幽
セ
サ
ソ
シ
場

合
昌
銀
り
、
共
ノ
訴
訟
ガ
虫
タ
ル
當
議
者
篇
ヨ
リ
不
十
分
二
爲
サ
レ
タ
ル
3
ト
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ε
。
我
改
正

前
の
民
事
訴
譲
法
第
五
十
五
條
の
規
定
も
亦
之
ε
同
趣
旨
な
ゆ
。
こ
の
饗
加
人
に
封
し
て
生
す
る
鋼
決
の
敷
力
が
、

其
の
本
質
に
於
て
既
到
力
な
り
や
叉
は
翫
到
力
ε
異
る
特
種
の
敷
力
な
る
や
に
付
曝
詮
上
雫
あ
ウ
て
今
街
決
す
る
ε

こ
ろ
な
し
。
本
稿
に
於
て
は
専
ら
こ
の
黙
に
付
て
論
究
し
、
以
て
こ
の
数
力
の
本
質
を
明
艦
せ
ん
ε
す
る
も
の
な
タ
。

　
　
　
　
　
　
　
第
二
箭
墨
貌
の
大
要

　
從
來
の
學
詮
は
之
を
既
釧
力
読
及
滲
加
的
敷
力
説
の
二
に
大
別
す
る
こ
ε
を
待
可
く
、
既
到
力
読
は
更
に
無
制
限

既
到
力
読
及
制
限
的
翫
劃
力
説
の
二
ε
な
す
を
得
べ
し
。

　
　
第
一
　
無
制
限
甑
到
力
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
の
　
の
　
の
　
ロ
　
ゆ
　
ロ
　
ロ

　
こ
の
醗
は
、
滲
．
加
人
に
封
し
て
生
す
る
到
決
の
敷
力
を
以
て
、
完
全
な
る
、
無
制
限
の
既
到
力
（
ε
葺
。
・
毒
げ
跳
＆
，

益
昌
容
o
、
国
o
昏
駐
ぎ
聾
）
な
ウ
ピ
爲
し
、
從
参
加
人
が
、
主
た
る
當
事
者
が
訴
訟
を
不
十
分
に
な
し
だ
り
ε
主
張
し
得
る

は
、
既
判
力
の
制
限
に
は
非
ず
、
之
ご
全
く
別
個
の
事
項
な
ウ
、
即
ち
馨
加
人
は
主
た
る
営
事
者
に
封
し
、
訴
訟
が

不
十
分
に
爲
さ
れ
忙
る
こ
ε
を
主
張
し
以
て
翫
到
力
が
援
張
せ
ら
れ
た
る
こ
ε
に
因
O
自
己
が
受
け
た
る
損
害
の
賠



償
を
請
求
す
る
こ
冠
を
得
る
に
飽
孤
ら
ず
ビ
主
脹
す
る
も
の
に
し
て
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
サ
ン
、
バ
ル
ン
〃
デ
ィ
氏
の

醗
く
所
な
む
（
註
一
）

　
　
第
昂
・
制
限
的
既
釧
力
設

　
之
の
読
は
．
從
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
到
決
の
敷
力
は
既
到
力
に
他
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
無
制
限
な
る
饒
鋼
力
に

は
非
ザ
。
從
滲
加
人
が
、
訴
訟
が
不
十
分
に
な
さ
れ
た
る
こ
ピ
を
主
張
し
得
る
鮎
叉
は
訴
訟
が
不
十
分
に
な
き
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
ロ
ロ
　
の
　
の
　
の
　
ロ
　
　
　
　

る
揚
合
に
電
釧
決
の
数
力
が
從
参
加
人
に
及
は
ざ
る
鮎
に
於
て
制
限
せ
ら
れ
た
る
既
釧
力
な
ウ
ざ
爲
す
も
の
な
ウ
。

≧
の
説
に
属
す
る
者
左
の
如
し
。

　
（
イ
）
　
ゴ
8
ル
ド
シ
昌
ミ
ヅ
ト
氏
は
曰
く
「
到
決
は
從
滲
加
人
ε
其
の
補
助
し
た
る
當
事
者
ピ
の
問
に
於
て
將
奈

起
乃
可
瀞
訴
訟
に
於
葱
も
其
の
致
力
を
生
す
る
も
の
に
し
て
、
≧
の
敷
力
は
、
謬
加
人
に
於
て
誹
訟
が
不
十
分
π
鵜

さ
れ
た
る
之
ピ
を
以
て
該
到
決
の
不
當
を
主
張
す
る
≧
ε
を
得
る
織
に
於
て
制
限
せ
ら
れ
、
英
の
客
観
的
範
園
が
釧

決
元
素
に
迄
及
ぶ
鮎
に
於
て
蟹
張
せ
ら
れ
た
る
既
到
力
な
う
」
ε
。
（
聾
一
）

　
（
冒
y
懐
タ
イ
ソ
、
ヨ
ー
ナ
ス
爾
氏
は
曰
く
「
濁
乙
民
事
訴
訟
法
第
六
十
八
條
は
主
た
る
訴
訟
に
於
け
る
裁
勢
の

敷
力
が
哺
定
の
限
度
に
於
て
、
欝
察
者
ε
從
滲
加
人
ε
の
問
に
生
し
た
る
後
の
訴
訟
に
於
て
生
す
る
旨
を
規
定
し
た

，
。
即
ち
當
事
者
問
に
確
定
裁
鋼
あ
ウ
た
る
後
に
至
ウ
、
滲
加
人
た
り
し
者
だ
其
の
補
助
し
た
る
當
事
者
ε
の
間
に

　
　
　
　
　
民
峯
謙
…
訟
法
第
七
十
條
に
肝
調
裁
剣
の
敷
力
の
本
・
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
民
裏
窪
筆
＋
籍
轟
鶉
の
勢
の
蛋
を
撃
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

於
て
前
訴
訟
に
於
て
判
蜥
せ
ら
れ
た
る
法
律
關
係
が
孚
ピ
な
O
た
る
揚
合
に
於
て
は
、
饗
加
人
は
前
訴
訟
が
誤
つ
七

裁
釧
せ
ら
れ
た
る
旨
を
主
張
す
る
こ
ピ
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
、
こ
の
敷
力
は
實
質
的
に
は
既
到
力
の
本
質
π
る
裁

判
官
の
受
く
べ
き
拘
束
ビ
同
一
な
う
。
何
ξ
な
れ
ば
、
當
事
者
が
裁
判
を
不
常
な
り
芝
主
張
す
る
こ
ε
を
得
ず
ε
云

ふ
も
・
裁
釧
官
が
其
の
裁
釧
に
拘
束
せ
ら
る
、
ε
云
ふ
も
結
局
一
物
の
二
面
な
る
が
故
な
ウ
。
唯
こ
の
敷
力
は
、
一

般
の
既
釧
力
の
場
合
ざ
異
ウ
、
滲
加
人
に
於
て
主
た
る
當
事
者
が
訴
訟
を
不
十
分
に
な
し
だ
る
旨
の
抗
辮
を
以
て
こ

れ
を
除
去
す
る
こ
ε
を
得
る
の
鮎
に
於
て
制
限
せ
ら
れ
た
る
醜
到
力
ε
云
ム
可
き
な
ウ
。
而
し
て
こ
の
敷
力
は
輔
般

既
劃
力
の
揚
合
ピ
同
じ
く
法
律
關
係
そ
の
も
の
の
判
断
即
ち
確
定
せ
ら
れ
た
る
轟
實
の
法
律
上
の
敷
果
に
關
す
る
到

断
忙
付
て
の
み
生
ず
る
も
の
に
し
て
個
々
の
事
實
に
付
て
は
生
せ
ぎ
る
も
の
な
う
」
ε
。
（
註
『
髄
一
）

（
ハ
）
シ
ド
、
プ
・
三
、
ク
診
ツ
三
昏
曰
く
「
あ
勢
癒
乙
民
誹
嚢
第
…
宝
纂
…
三

條
の
規
定
の
櫨
張
な
ウ
、
且
共
の
客
観
的
範
園
は
釧
決
の
元
索
に
及
ぶ
も
の
な
り
」
ピ
。
（
謎
四
）

（
ご
ぺ
多
ぢ
綾
曰
く
「
あ
勢
は
騎
力
寮
張
馨
篭
．
（
整
）

（
ホ
）
響
叢
日
ー
「
從
釜
を
砦
霰
翁
決
の
既
勢
罠
轟
験
筆
＋
條
髪
の
除
外
例
の

制
限
を
以
て
從
滲
契
笈
蕾
の
手
．
而
し
て
募
籟
的
鶴
鑑
窃
騎
力
の
馨
高
じ
く
裁
禦

爲
す
に
付
て
の
前
提
問
題
叉
は
翠
純
な
る
事
實
の
確
定
に
は
及
ぱ
ざ
る
も
の
な
う
」
，
じ
。
（
聾
ハ
）



　
（
へ
）
岩
本
、
三
ケ
尻
爾
氏
は
曰
く
「
補
助
滲
加
の
存
す
る
場
合
に
は
訴
訟
に
付
て
の
釧
決
は
或
範
園
に
於
て
當

骸
滲
加
人
に
封
し
て
竜
其
の
敷
力
（
既
到
力
）
を
及
ぼ
す
」
ε
。
（
麗
七
）

　
右
に
於
て
知
ら
る
る
が
如
く
、
■
制
限
的
既
劉
力
詮
を
探
る
者
の
中
に
於
て
も
共
の
客
観
的
範
園
に
付
て
は
學
説
の

岐
蚤
、
を
見
る
べ
し
。
即
ち
或
者
は
、
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
到
決
の
跣
釧
力
は
一
般
の
既
鋼
力
の
揚
合
ε
異
ク

翠
に
主
文
淀
於
て
釧
断
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
限
ら
ず
所
謂
到
決
元
素
に
迄
及
ぶ
も
の
ε
な
す
に
反
し
、
他
の
者
は
、

こ
の
場
合
の
既
剣
力
も
亦
一
般
既
劃
力
の
揚
合
ビ
同
じ
く
、
剣
決
の
前
提
問
題
叉
は
翠
純
な
る
事
實
の
確
定
に
は
及

ぱ
ざ
る
も
の
ε
な
す
な
夕
。

　
　
第
三
　
滲
加
的
敷
力
醗

　
こ
の
誰
は
、
從
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
判
決
の
敷
力
は
饒
鋼
力
に
は
非
ず
、
墾
加
に
因
つ
て
生
す
る
嚇
種
特
別

の
敷
力
な
ウ
ε
な
す
も
の
な
ウ
。
ヒ
れ
に
燭
す
る
者
大
賂
左
の
如
し
。

　
（
ぞ
）
　
ヘ
ル
ヅ
ィ
ツ
セ
氏
は
曰
く
「
濁
乙
民
事
訴
訟
法
第
六
十
八
條
k
よ
か
て
、
馨
加
人
ε
主
た
る
當
事
者
ε
の

間
に
生
す
る
釧
決
の
敷
力
は
、
第
三
者
が
滲
加
人
ピ
し
て
訴
謎
に
滲
與
し
從
つ
て
訴
訟
材
料
の
作
成
及
正
當
な
る
到

決
を
生
せ
し
む
る
≧
ε
に
付
關
與
し
得
る
の
地
位
に
在
ウ
た
う
ピ
の
事
實
に
基
く
も
の
に
し
て
既
判
力
に
は
非
ず
。

勿
論
こ
の
敷
方
は
、
滲
加
人
が
後
の
訴
訟
に
於
て
、
こ
の
到
決
の
爲
し
た
る
確
定
に
矛
盾
す
る
主
張
を
爲
す
こ
ε
を

　
　
　
　
民
亭
訴
訟
法
第
七
十
傑
に
所
開
藏
判
の
数
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
　

　
　
　
　
民
事
訴
訟
決
第
七
十
傑
に
厨
脚
戯
朔
の
敷
力
の
本
貧
を
譲
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ノ

得
ず
繭
逸
の
雍
蚤
を
遵
寧
、
費
暫
亦
あ
裂
翁
響
ら
・
ひ
、
⇔
の
勢
な
る
髄
於
義

勢
高
種
類
篤
す
る
あ
袈
ξ
、
巷
黎
の
叢
轟
努
差
之
だ
讐
薮
て
、
騎
力
糞
る

霧
の
勢
奮
ど
の
勢
の
繋
の
難
の
範
園
議
勢
き
羨
－
、
あ
拘
劣
饒
勢
き
轟

弱
な
轟
ソ
」
　
ゆ
こ
。
（
註
八
）

（
。
）
了
づ
茅
罠
旨
－
「
あ
勢
は
既
勢
の
如
－
前
誘
麟
製
る
菊
礫
あ
あ
に

付
て
生
す
る
罪
ず
ε
の
翁
異
磐
馨
砦
妻
の
確
定
及
妻
編
憲
葎
上
の
欝
（
先
決
盟

た
る
決
律
關
係
を
含
む
）
を
共
の
，
封
象
．
篭
な
す
も
の
な
ウ
」
ε
。
．
（
註
九
）

（
ハ
）
墨
氏
の
蓑
す
る
薯
ろ
籍
、
明
瞭
を
欠
を
讐
、
．
製
霧
鵠
勢
饒
勢
騒
非
す
．

蕩
鏡
盤
響
れ
5
羨
－
、
滲
架
董
譲
霧
碧
機
型
暴
鶴
係
馨
否
編
す
る
甦
の

み
な
ら
ず
ぞ
蕩
前
讐
し
て
翻
せ
ら
れ
砦
羨
盟
た
轟
型
摸
繍
係
の
存
霊
議
鶉
讐

象
婁
書
主
張
す
髪
墓
響
る
馨
」
芸
詮
あ
る
が
如
し
．
（
聾
。
）

（
二
）
我
麗
於
叢
轟
心
墨
鵠
勢
磐
護
髭
薯
餐
撫
養
奮
．
故
鑑
姦
等

彌
謡
細
縞
氏
の
蚕
屡
引
用
す
べ
し
．
日
－
「
從
鑑
人
集
誘
魯
薯
罪
ず
轟
轟
の
羅
の

當
薯
の
一
奈
離
の
誕
墨
－
髪
達
窪
望
の
利
釜
享
る
餐
貧
房
謹
於
垂
の
響



叉
は
被
告
を
補
助
す
る
爲
め
訴
訟
に
滲
加
し
π
る
も
の
に
し
て
腎
補
助
の
目
的
に
反
せ
ず
又
附
随
の
時
に
於
け
る
訴

訟
の
程
度
を
妨
け
ざ
る
限
ウ
は
主
た
る
原
告
叉
は
被
沓
の
爲
あ
に
攻
磐
方
法
及
防
禦
方
法
を
提
出
し
鐙
蝶
方
法
を
提

出
し
若
く
は
提
出
せ
ら
れ
た
る
瞳
縷
方
法
を
援
用
し
叉
謹
擦
抗
辮
を
爲
し
典
他
必
要
な
る
総
て
の
訴
訟
行
爲
を
爲
し

得
る
も
の
な
勇
。
さ
れ
ば
主
た
る
原
告
若
く
は
被
告
ε
其
の
相
手
方
ピ
の
間
に
於
け
る
訴
訟
に
於
て
（
イ
）
鋼
決
の
墓

本
芝
し
て
（
、
）
事
實
の
眞
鶴
が
現
に
爲
き
れ
た
る
が
如
く
に
確
定
せ
ら
れ
（
b
）
先
決
問
題
た
る
法
律
關
係
若
く
は

私
法
上
の
抗
辮
梅
の
存
否
共
他
の
法
律
上
の
雫
織
が
現
に
爲
さ
れ
た
る
が
如
く
に
剣
断
せ
ら
れ
從
つ
て
叉
（
。
）
該
訴

訟
に
於
て
起
さ
れ
た
る
請
求
に
付
判
決
の
主
文
を
以
て
現
に
爲
さ
れ
た
る
が
如
き
裁
劃
が
爲
さ
る
、
に
至
う
更
に
又

（
ハ
）
割
決
の
主
文
を
以
て
爲
さ
れ
た
る
並
に
其
の
裁
判
に
先
ち
て
爲
さ
れ
た
る
裁
到
が
現
に
然
る
が
如
く
確
定
す
る

に
至
9
た
る
こ
ε
は
、
濁
う
補
助
を
受
け
た
る
原
告
叉
は
被
皆
の
責
任
に
薦
す
る
の
み
な
ら
ず
又
實
に
從
墾
加
人
の

責
任
に
属
す
る
も
の
に
し
て
從
墾
加
人
は
主
た
る
當
事
者
ε
共
に
共
の
賛
任
を
頒
た
ざ
る
可
ら
ず
。
荷
正
確
に
云
へ

ば
（
、
）
從
塗
加
人
が
附
随
し
た
る
訴
訟
の
程
度
に
依
ウ
て
制
限
せ
ら
れ
ず
（
b
）
主
た
る
欝
事
者
の
犠
鯛
せ
る
陳
述
叉

は
行
爲
に
依
9
て
妨
げ
ら
れ
ず
（
c
）
共
の
當
時
從
滲
加
人
の
知
ら
ざ
う
し
攻
撃
方
法
若
く
は
防
禦
方
法
・
謹
縷
方
法

若
く
謹
霧
饗
し
て
鶉
の
舞
著
利
錘
し
得
た
る
可
な
し
み
茎
砦
當
薯
霰
憂
は
鍵

に
因
つ
て
提
出
せ
誉
し
嚢
茜
皇
磐
れ
ぎ
し
限
憲
、
墾
契
鏡
篶
議
砦
が
蓼
砦

　
　
　
　
筆
騒
肇
半
簿
霧
舞
の
勢
泉
饗
馨
　
　
　
　
　
　
　
　
究



　
　
　
　
器
雲
蒙
七
雀
瞬
墨
讐
務
寒
餐
撃
　
　
　
　
　
　

δ
。

（
イ
）
（
廿
）
の
裁
禦
馨
隻
巷
翁
輩
k
讐
蓋
－
毒
箏
る
窒
尭
る
喜
に
箕
の
補
助
髭

る
歴
暑
姦
馨
異
箕
の
暮
姦
芸
る
可
鼻
．
反
之
右
（
、
）
肇
、
）
馬
裟
る
範
園
窪
撃

は
從
滲
加
人
養
任
姦
2
喜
琴
ず
、
巷
醤
内
舞
・
は
霧
る
馨
叉
は
盤
・
壁
璽
異
婁

k
任
せ
ざ
る
可
ら
ず
。

駿
法
窒
圭
鰭
於
轟
鑑
人
箕
の
甥
し
砦
原
墓
－
は
馨
ε
の
關
餐
撃
箋
の
霞
の

確
定
裁
響
奮
毬
垂
撃
る
髪
蕎
す
垂
為
纂
蓑
講
裟
る
範
園
に
於
て
は
羅
定
舞
の

奮
な
髪
薯
護
す
髪
墓
響
あ
奮
姦
せ
る
は
、
鶉
從
鑑
人
麗
欝
鐘
亀
釜
髭

る
蟹
箋
篶
す
べ
喪
餐
讐
あ
に
し
て
（
・
）
讐
加
人
糞
の
駕
髭
る
響
苧
綾
告
ε
養

巷
謹
姦
つ
へ
島
腱
於
て
箋
の
駿
の
難
裁
響
不
當
奮
ε
蓑
す
る
こ
墓
掌
ε
讐
（
2
）

從
甕
人
糞
の
雀
姦
2
墓
奪
ず
讐
垂
た
塗
、
叉
は
馨
叢
璽
て
董
具
に
任
す
べ
轟

園
窪
撃
箕
の
原
薯
姦
馨
渠
＋
分
緩
訟
蕪
し
砦
こ
墓
蓋
し
議
難
繋
の
不
婁
る

を
茎
撃
歪
嘉
讐
客
あ
界
雀
ず
．
塁
罠
馨
騒
筆
者
が
自
己
の
責
任
暴
鳶
す
べ

蒙
の
宅
て
庭
黍
人
箇
き
誘
の
墓
者
に
非
謬
讐
霧
㌍
層
霧
る
叢
誉
蕩
し
て

必
薯
る
霰
露
蕎
す
ぺ
蓋
讐
釜
す
健
至
舟
る
謡
窪
於
義
斯
る
訴
馨
爲
が
釜
発
る



結
果
又
は
斯
る
訴
訟
行
爲
が
憔
怠
せ
ら
れ
た
る
結
果
に
塞
き
主
た
る
當
事
者
ε
共
の
相
手
方
ε
の
問
に
於
け
る
訴
訟

に
關
し
前
掲
（
イ
×
η
）
の
裁
釧
が
爲
き
れ
若
く
は
其
の
裁
到
が
確
定
す
る
に
至
り
た
る
は
亦
從
滲
加
人
の
責
任
な
る

が
散
に
從
滲
加
人
は
共
の
裁
到
の
不
當
を
主
張
す
る
こ
ε
を
得
す
ε
す
る
も
の
に
外
な
ら
ず
。
要
す
る
に
滲
加
的
敷

力
は
墾
加
人
k
於
て
從
滲
加
に
因
り
主
だ
る
嘗
事
者
を
補
助
し
て
必
要
な
る
訴
訟
行
爲
を
爲
す
べ
き
費
任
を
負
旛
し

セ
る
に
塞
因
す
る
竜
の
に
し
て
、
確
定
釘
決
の
既
釧
力
が
穫
利
關
係
の
安
圃
（
国
8
馨
裟
魯
R
冨
δ
を
期
し
私
槽
の
保

護
を
目
的
ε
す
る
民
事
司
法
制
度
を
可
能
な
ら
し
む
る
を
以
て
存
在
の
理
由
ε
な
す
ε
は
異
な
る
が
故
に
既
劃
力
以

外
の
特
櫨
の
敷
力
な
る
ヒ
ε
を
認
め
ぎ
る
可
ら
ず
」
ε
。
（
註
一
一
）

（
註
一
）
≧
ぴ
話
。
駕
鼠
9
留
一
馨
冒
評
『
夢
o
一
身
鴨
0
3
g
臼
ら
R
幕
9
葬
養
評
oo
。
8
ひ
鴇

（
融
二
）
》
O
o
躍
m
昌
勘
2
N
三
一
窟
o
揺
器
§
詳
0
9
昌
9

（髄剛

昌
）
聾
晋
も
o
鋸
叩
．
ド
リ
●
O
●
瞬
国
．
P
醤
冨
寅

（
註
四
）
o
o
覧
o
剣
畠
翫
o
『
民
誕
目
鱒
N
三
首
3
8
・
旨
識
・
冒
∬
唾
り
¢
昌
甲

（
融
孟
）
頴
一
誤
β
〇
三
菅
。
§
8
嚇
g
目
騎
（
お
£
）
の
留
甲

（帥隅山

ハ
）
　
・
測
野
氏
，
民
嵐
▼
聯
訟
法
憂
繭
鞍
昌
出
管
一
昌
〇
一
買
以
下
t

（
融
七
）
　
岩
本
㌔
翌
ケ
尻
南
氏
民
嶺
購
訟
法
璽
論
一
〇
八
五
買
－

（
融
八
）
　
揖
o
一
一
≦
碍
7
ω
協
器
目
山
窃
ご
睾
言
げ
o
μ
轄
5
な
3
器
協
話
6
乞
撃
聾
騎
O
導

　
　
昆
置
V
騨
訟
法
第
”
七
十
皿
傑
に
所
躍
”
戯
朔
の
数
力
の
本
』
貫
を
験
壌
7

一
〇
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
威
0
二

　
　
　
　
民
毒
訴
訟
法
第
七
十
條
に
所
胴
裁
鋼
の
敷
吻
の
本
璽
を
論
ず

　
　
（
註
九
）
勾
き
護
害
ぎ
山
影
葺
・
ザ
臼
N
”
く
脚
一
℃
嘆
．
繍
．
加
脇
↓
．
．
一
、
一
頃
（
圓
．
旧
q
）
砕
”
憶
帆
．

　
　
（
註
一
〇
）
　
画
田
氏
改
正
民
事
聯
訟
法
糞
巻
七
三
三
頁

　
　
（
讐
》
禁
簑
都
輩
轟
讐
奪
難
舞
決
ノ
鑑
製
力
四
費
去
饗

　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
學
翫
の
欝
否

饒
の
當
要
論
す
る
纂
皇
褻
的
窪
意
す
3
喜
あ
ウ

抑
悉
訴
嚢
筆
＋
穫
嚢
ノ
饗
除
義
判
蓼
架
．
一
封
シ
一
グ
モ
其
ノ
勢
ヲ
有
ス
」
ε
規

定
し
・
裂
の
騎
力
編
す
る
塁
箋
・
一
簾
蓑
麩
蓼
峯
、
僻
ε
無
同
環
ウ
．
故
に
特
別
な
る

る
あ
巳
毒
解
す
べ
き
き
勘
竪
鐸
岬
鑓
鶴
．
故
に
、
鑑
に
響
て
鑑
人
に
生
す
る
葵
の

勢
饒
勢
馨
や
漿
既
勢
罪
砦
霧
の
勢
奮
や
否
や
の
問
讐
嚢
す
る
が
爲
に
は
．
先
ず
之

を
特
種
の
勢
奮
姦
轟
蹴
紫
鶴
暑
婁
辮
す
る
こ
墓
毫
、
そ
の
特
別
の
番
叉
は
撮
あ

う
議
管
る
鑑
合
銭
慧
の
勢
釜
愚
す
？
、
読
讐
に
於
て
は
、
蜀
妻
う
ε
解
芸
る

可
ら
ざ
る
べ
し
。



　
故
に
、
先
ず
以
下
に
於
て
、
滲
加
的
敷
力
読
が
擦
ウ
て
以
て
其
の
特
種
の
根
櫨
ピ
な
す
も
の
に
就
き
論
評
を
加
へ

ん
ε
欲
す
。

　
　
第
一
　
滲
加
的
数
力
説
の
根
縷
に
封
す
る
論
評

　
（
イ
）
　
滲
加
に
因
夕
て
滲
却
人
に
封
し
て
生
す
る
裁
劉
の
敷
力
は
其
の
容
観
的
範
園
に
於
て
既
判
力
の
そ
れ
よ
♪

も
宏
き
も
の
な
う
ε
の
鐵
。
≧
れ
蓼
加
的
敷
力
読
を
探
る
者
の
大
多
数
が
以
て
其
の
根
擦
ε
な
す
の
織
な
9
。
即
ち
．

到
決
の
既
到
力
は
、
起
さ
れ
た
る
請
求
に
關
し
主
文
を
以
て
裁
判
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
付
き
生
ず
る
に
反
し
、
所
謂

滲
加
的
敷
力
は
、
翠
に
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
所
謂
例
決
の
元
素
（
d
訴
亀
毘
o
B
・
筥
o
）
に
關
す
る
裁
到
即
ち
そ
の
裁
鋼

の
前
提
驚
る
事
實
の
眞
偶
の
到
断
、
先
決
問
題
π
る
法
律
關
係
若
く
は
抗
辮
梅
の
存
否
の
到
断
、
中
問
の
孚
に
關
す

る
裁
劃
等
に
付
て
も
亦
生
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
二
者
は
全
く
異
る
敷
力
な
ウ
ε
な
す
も
の
な
夕
。
（
註
一
）

　
思
ム
に
、
≧
の
読
が
云
ふ
が
如
く
既
劃
力
ε
所
謂
馨
加
的
敷
力
ε
が
そ
の
客
観
的
範
園
を
異
に
す
る
も
の
ε
解
す

べ
幽
や
否
や
に
付
て
は
多
大
の
疑
問
あ
夕
。
若
し
斯
く
の
如
く
客
観
的
範
園
を
異
に
す
る
も
の
ピ
解
す
る
の
要
な
き

も
の
ε
す
る
時
は
、
論
者
の
主
張
は
既
に
理
由
な
き
も
の
に
蹄
着
す
べ
し
。
然
れ
ご
も
假
ウ
に
論
者
の
云
ふ
が
如
、
、
、

二
者
そ
の
客
槻
的
範
園
を
異
に
す
る
も
の
ε
解
せ
ぎ
る
可
ら
ぎ
る
も
の
ε
す
る
も
而
も
墾
加
に
因
ウ
て
蓼
加
人
に
封

し
て
生
す
る
判
決
の
敷
力
を
以
て
既
劃
力
に
非
す
ε
爲
さ
ざ
る
可
ら
ざ
る
の
正
當
な
る
理
由
を
登
見
す
る
こ
ε
を
得

　
　
　
　
　
鴎
審
聯
訟
法
第
七
十
繰
に
所
胴
識
列
の
数
力
の
本
質
を
諭
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
　
　
民
事
騨
訟
法
第
七
十
傑
に
肝
調
裁
朔
の
敷
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

ざ
る
な
う
。
論
者
は
畢
覧
我
民
事
訴
訟
法
第
一
九
九
條
、
猫
乙
民
事
訴
訟
法
第
三
二
二
條
斯
定
の
客
観
的
範
園
を
有

す
る
も
の
の
み
を
以
て
既
判
力
な
ウ
ピ
な
し
、
假
令
其
の
性
質
は
既
劃
カ
ピ
同
一
な
り
ε
す
る
竜
其
の
客
観
的
範
園

が
之
ε
異
な
る
敷
力
は
最
早
翫
到
力
な
ウ
ピ
云
ふ
を
得
ざ
る
も
の
ε
爲
す
も
の
な
れ
ご
も
斯
の
如
き
は
純
然
た
る
形

式
的
見
解
に
し
て
叉
學
問
積
値
な
き
見
解
な
ウ
。
鞠
々
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
一
條
（
欄
乙
民
事
訴
訟
法
三
二
玉
條
）

が
既
釧
力
の
卿
㈱
伽
主
観
的
範
園
を
定
め
た
る
も
の
な
る
≧
ε
學
者
間
に
孚
な
し
、
故
に
特
種
の
到
決
の
主
観
的
範

園
が
之
ε
異
る
こ
ε
あ
る
は
竃
竜
支
障
な
き
所
な
う
。
即
ち
二
〇
一
條
に
比
し
て
其
の
主
親
的
範
園
に
於
て
捜
張
せ

ら
れ
た
る
判
決
の
敷
力
即
ち
例
へ
は
商
法
第
九
＋
九
條
の
四
の
合
名
會
肚
の
般
立
を
無
敷
ε
す
る
到
決
の
敷
力
も
亦

既
判
力
な
る
こ
ビ
疑
な
き
ε
こ
ろ
な
ウ
。
而
し
て
こ
の
こ
ε
は
そ
の
儘
既
釧
力
の
客
観
的
範
園
に
之
を
及
ぼ
す
Z
ε

を
得
べ
し
。
即
ち
假
令
滲
加
に
因
つ
て
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
釧
決
の
敷
力
の
審
観
的
範
園
が
民
事
訴
訟
法
第
艸

九
九
條
に
定
む
る
ε
≧
ろ
の
そ
れ
よ
う
鳩
宏
き
も
の
な
う
ε
す
る
も
、
そ
の
敷
力
の
實
質
k
於
て
同
一
な
ら
ん
か
之

を
既
判
力
な
）
ε
爲
す
に
何
等
の
妨
け
あ
る
こ
ε
な
し
。
第
一
九
九
條
は
恰
菟
簾
二
〇
一
條
が
既
到
力
の
通
常
の
主

親
的
範
響
霧
砦
轟
し
－
豪
翻
伽
葬
翻
験
奮
砦
も
の
馨
．
故
縛
弩
製
の
蜀
力

の
客
観
的
範
園
が
或
は
之
よ
う
も
宏
く
、
或
は
之
よ
う
も
狭
き
≧
ε
あ
る
は
毫
も
既
到
力
の
観
念
に
矛
眉
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
非
ず
。
客
観
的
範
園
な
き
既
釧
力
を
考
ふ
る
こ
ε
能
は
ざ
れ
ご
も
、
そ
の
客
観
的
範
園
の
宏
狭
は
毫
も
既
到
力
の



ロ
　
ロ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ロ
　
ロ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

性
質
に
叉
は
本
質
に
痩
更
を
來
す
も
の
に
は
非
ず
。
即
ち
共
の
客
親
的
範
園
に
於
て
民
事
訴
訟
法
第
一
九
九
條
所
定

の
範
園
に
比
し
て
蟹
張
せ
ら
れ
た
る
既
判
力
を
認
む
る
こ
ε
は
決
し
て
不
合
理
に
は
非
ず
、
否
反
つ
て
斯
く
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
一
〇
〇
〇

こ
ε
に
依
つ
て
彼
我
鋼
決
の
数
力
を
統
一
的
に
（
同
一
に
ε
の
意
に
非
ず
）
理
解
す
る
こ
ε
を
得
る
も
の
に
し
て
學
問

的
婆
求
に
適
し
た
る
も
の
ε
云
ム
可
し
。

　
叉
論
者
の
見
解
が
、
既
剣
力
は
椛
利
叉
は
法
律
關
係
に
關
す
る
到
断
に
付
て
生
す
る
に
拘
ら
ず
滲
加
に
因
つ
て
滲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
の
ロ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
の

加
人
に
封
し
て
生
す
る
判
決
の
数
力
は
軍
に
法
律
關
係
に
付
て
の
到
断
に
付
て
の
み
な
ら
ず
事
實
の
眞
爲
に
關
し
て

の
判
断
に
付
て
鳩
生
ず
る
が
故
に
二
者
は
全
く
性
質
の
異
な
る
敷
力
な
ウ
ε
解
せ
ざ
る
可
ら
ず
ε
爲
す
に
在
ら
ん
か
、

こ
れ
全
く
不
當
な
る
見
解
な
う
。
蓋
し
論
者
ε
錐
竜
鐙
書
の
眞
否
を
確
定
す
る
釧
決
（
民
事
訴
訟
法
第
二
二
五
條
）

の
既
到
力
が
謹
書
の
具
否
な
る
事
實
に
關
す
る
判
断
k
付
生
す
る
も
の
な
る
こ
ε
を
認
め
ぎ
る
を
得
ぎ
る
べ
き
が
故

な
ウ
o

　
（
ロ
）
　
若
し
滲
加
に
因
う
て
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
敷
力
を
以
て
當
事
者
問
に
爲
さ
れ
π
る
裁
判
の
既
鋼
力
が

滲
加
人
に
迄
捜
張
せ
ら
れ
た
る
も
の
ピ
爲
さ
ん
か
、
從
滲
加
人
た
う
し
第
三
者
は
芙
の
補
助
し
た
る
原
告
叉
は
被
告

ε
の
問
に
於
て
の
み
な
ら
ず
其
の
相
手
方
ご
の
間
に
於
て
も
亦
、
否
恰
も
そ
の
相
手
方
に
封
し
て
は
該
確
定
到
決
を

不
當
な
う
ε
主
張
す
る
こ
ε
を
得
ざ
る
可
き
の
理
な
ウ
。
蓋
し
訴
訟
が
到
決
の
既
到
力
を
第
三
者
に
及
ぼ
す
揚
合
に

　
　
　
　
民
事
聯
訟
法
第
七
＋
條
に
所
謂
裁
朔
の
敷
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
　
　
　
阻
内
事
翫
…
訟
法
第
七
十
旛
惜
に
硯
…
調
牒
闘
剣
の
“
敷
力
の
本
質
を
麟
泌
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

は
、
英
の
第
三
者
は
當
事
者
ご
鱗
し
く
確
定
判
決
を
不
當
な
ウ
ε
主
張
す
る
こ
ε
を
得
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
果

し
て
本
訴
訟
に
於
け
る
確
定
判
決
の
敷
力
が
從
滲
加
人
に
及
ぶ
も
の
た
ら
ん
か
こ
の
歎
力
は
濁
今
墾
加
人
ε
其
の
補

助
し
π
る
原
告
若
く
は
被
皆
ピ
の
問
に
の
み
な
ら
ず
其
の
相
手
方
ε
の
問
に
於
て
も
亦
生
ず
る
も
の
ε
云
は
ぎ
る
可

ら
ず
。
然
る
に
滲
加
的
敷
力
は
從
塞
加
人
ε
芙
の
相
手
方
ε
の
問
に
は
生
せ
ざ
る
が
故
に
既
判
力
説
は
探
用
す
る
こ

ε
を
得
す
、
ピ
の
主
張
、
（
融
e

　
然
れ
ご
も
こ
の
主
張
も
亦
埋
由
な
き
も
の
な
り
。
何
．
ξ
な
れ
ば
先
ず
第
一
に
、
謬
加
に
因
つ
て
参
加
人
に
封
し
て

生
す
る
到
決
の
敷
力
が
果
し
て
論
者
の
云
ム
が
如
く
墾
加
人
ビ
其
の
補
助
し
た
る
原
告
若
く
は
被
皆
ε
の
問
に
の
み

生
じ
、
共
の
相
手
方
ピ
の
問
に
は
生
せ
ざ
る
も
の
ε
解
す
へ
き
や
否
や
が
間
題
な
れ
ぱ
な
ウ
。
奮
民
事
訴
訟
法
第
五

十
五
條
及
濁
乙
民
事
訴
訟
法
第
六
十
八
條
に
於
て
は
「
其
ノ
補
助
シ
タ
ル
原
告
蒋
ク
ハ
被
告
ト
ノ
關
係
．
一
於
テ
」
叉

は
「
主
タ
〃
當
事
者
ト
ノ
關
係
昌
於
プ
（
ぼ
＜
G
夢
鐵
言
誘
O
讐
＾
或
霞
鎧
隣
鷲
訴
鉱
）
」
な
る
文
字
を
使
用
し
た
る
を

以
て
、
論
者
の
云
ム
が
如
く
解
す
る
こ
ε
叉
巳
む
を
得
ざ
る
所
な
れ
ご
も
、
我
現
行
艮
纂
訴
訟
法
第
七
十
條
に
於
て

は
殊
更
に
斯
る
丈
字
の
使
用
を
麟
し
π
る
を
以
て
、
≧
の
敷
力
が
参
加
人
ε
共
の
補
助
し
た
る
原
轡
若
く
は
被
皆
ε

の
問
に
の
み
な
ら
ず
其
の
相
手
方
ε
の
間
に
於
て
も
亦
生
す
る
も
の
ξ
解
す
可
き
十
分
な
る
根
擦
あ
ウ
（
註
三
）

　
若
し
斯
く
解
す
る
を
正
當
ε
せ
ん
か
論
者
の
主
張
は
既
に
こ
の
鮎
に
於
で
失
需
な
ウ
電
云
は
ざ
る
可
ら
ず
。
然
れ



ご
も
假
に
一
歩
を
譲
ウ
て
現
行
民
皐
訴
訊
法
第
七
十
條
の
下
に
於
て
も
亦
論
渚
の
致
ふ
が
如
く
裁
判
の
敷
力
は
輩
に

滲
加
人
ピ
其
の
補
助
し
π
る
原
告
若
く
は
被
告
ε
の
問
に
の
み
生
じ
共
の
相
手
方
ε
の
問
に
は
生
せ
ざ
る
も
の
ε
解

せ
ざ
る
可
ら
ず
ピ
す
る
も
倫
且
論
者
の
攻
盤
は
中
ら
ざ
る
な
夕
。
何
ε
な
れ
ぱ
論
者
が
「
若
し
参
加
に
因
ウ
て
滲
加

人
k
封
し
て
生
す
る
裁
判
の
数
力
を
以
て
既
到
力
の
第
三
者
に
封
す
る
撰
張
な
会
ご
す
れ
ば
、
こ
の
敷
力
は
當
然
警

加
人
ε
其
の
補
助
し
た
る
原
轡
若
く
は
被
皆
の
相
手
方
ビ
の
間
に
竜
及
ぶ
も
の
ビ
議
は
ざ
る
可
ら
ず
」
ざ
爲
す
こ
ε

そ
れ
自
燈
が
早
計
な
る
断
定
た
れ
ば
な
り
。
勿
論
一
般
的
に
云
ム
時
は
、
到
決
の
既
剣
力
が
第
三
者
に
及
ぷ
場
合
に

は
、
そ
は
即
ち
當
事
者
の
一
方
ビ
第
三
者
ε
の
問
に
の
み
な
ら
ず
．
そ
の
相
手
方
ざ
第
三
者
ε
の
問
に
も
及
ぶ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
O
　
O
O
O
　
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

ε
解
す
る
こ
ε
要
當
な
る
可
し
。
然
れ
ど
も
法
律
が
特
種
の
揚
合
に
付
右
の
原
則
を
制
限
若
く
は
媛
張
し
て
、
或
は

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
ロ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

當
事
者
間
及
嘗
事
者
り
輔
方
ピ
第
三
者
ビ
の
聞
に
の
み
既
到
力
を
生
ず
る
も
の
ご
し
、
或
は
當
事
者
問
、
當
事
者
双
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
の
ロ
ロ
ロ
の

ε
第
三
者
問
の
外
、
第
三
者
双
互
の
聞
に
も
既
鋼
力
を
生
す
る
も
の
ε
爲
す
こ
ビ
は
決
し
て
法
理
上
不
可
能
な
る
事

O
　
O
O
　
O
　
　
　
O
　
O
O
O
　
O
O
O
◎
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
O
　
O
O
　
O
O

に
は
非
ず
叉
斯
く
定
む
る
事
に
因
ウ
て
既
到
力
の
既
釧
力
た
る
性
質
が
失
は
る
る
も
の
に
も
非
ざ
る
な
ウ
。
即
ち
、

法
律
が
、
當
事
者
間
に
爲
さ
れ
た
る
判
決
の
敷
力
（
既
剣
力
）
を
第
三
者
に
及
ぼ
す
揚
合
に
は
當
事
者
の
一
方
ε
第
三

者
ε
の
間
に
の
み
な
ら
ず
當
事
者
双
方
ε
第
三
者
ε
の
聞
に
及
ほ
す
を
原
期
ε
す
れ
ご
も
而
も
特
種
の
揚
合
に
於
て

Z
の
原
則
を
破
ウ
、
翠
に
當
事
者
の
一
方
ε
第
三
者
ピ
の
問
に
の
み
及
ぼ
す
Z
だ
も
決
し
て
不
可
能
に
も
非
ず
叉
不

　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
に
研
開
戯
剣
の
敷
力
の
木
質
を
齢
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
　
　
肇
麩
肇
享
讐
驕
費
婁
力
の
養
を
論
す
　
　
　
　
　
　
　
　
δ
八

合
理
に
も
非
ざ
る
な
・
9
。

　
要
す
る
に
、
「
滲
加
に
因
つ
て
盤
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
数
力
を
翫
判
力
な
ウ
ε
す
れ
ぱ
、
そ
の
敷
力
は
謬
加
人
ε

其
の
補
．
助
し
ぬ
る
原
轡
若
く
は
被
省
ビ
の
闘
の
み
な
ら
ず
其
の
相
手
方
ε
の
問
に
竜
生
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
筋
合
な
る

に
・
法
律
の
規
定
は
之
に
反
し
翠
に
滲
加
人
ε
其
の
補
助
し
た
る
原
告
若
く
は
被
膏
ε
の
間
に
の
み
裁
到
が
敷
力
を

生
す
る
旨
を
規
定
し
柁
る
を
以
て
右
の
敷
力
は
既
到
力
に
は
非
す
」
ε
の
論
着
の
虫
張
は
理
由
な
き
も
の
ε
断
ぜ
ざ

る
を
得
ず
。

　
（
ハ
）
　
次
に
滲
加
的
敷
力
醗
の
論
擦
ε
す
る
所
は
、
特
に
制
限
的
翫
釧
力
醗
に
封
す
る
も
の
に
し
て
、
制
限
せ
ら

れ
た
る
既
到
力
な
る
親
念
は
そ
れ
自
騰
矛
盾
を
含
包
す
る
も
の
な
ウ
ε
爲
す
鮎
に
在
蚕
。
曰
く
．
既
到
力
の
本
質
は

確
慰
裁
判
を
以
て
裁
判
せ
ら
れ
驚
る
法
律
關
係
が
他
日
同
一
の
當
事
者
叉
は
既
鋼
力
に
服
す
る
第
三
者
ε
の
問
に
於

け
る
別
個
の
訴
訟
に
於
て
臨
胚
物
叉
は
攻
撃
方
法
若
く
は
防
禦
方
法
ξ
し
て
主
張
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
（
イ
）
裁
到
所

は
該
確
定
到
決
に
轟
束
．
せ
ら
れ
其
の
内
容
に
矛
盾
す
る
裁
到
を
爲
す
こ
ε
を
得
す
、
從
つ
て
（
ロ
）
既
到
力
に
服
す
る

前
訴
の
當
事
者
又
は
第
三
者
も
亦
法
律
上
有
敷
に
該
確
定
裁
判
を
以
て
爲
さ
れ
把
る
裁
到
を
不
嘗
な
ウ
ε
主
張
す
る

る
ε
を
得
ざ
る
鮎
に
存
す
る
も
の
な
り
。
然
る
に
制
限
的
饒
到
力
読
に
依
れ
は
、
醜
到
力
が
從
滲
蜘
人
に
籏
張
せ
ら

れ
從
鑑
人
巖
建
裂
条
肇
ぎ
表
す
髪
墓
得
ず
鳶
す
に
拘
鼻
之
高
鷺
、
滲
架
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
の

主
た
る
當
事
者
が
不
十
分
に
騨
瓢
を
爲
し
た
る
こ
ε
を
主
張
し
て
該
訴
訟
の
裁
釧
が
不
當
な
る
こ
ε
を
法
律
上
有
敷

k
主
張
す
る
≧
ピ
を
得
ε
す
る
も
の
π
ウ
。
然
れ
ご
も
確
定
到
決
の
既
到
力
は
該
例
決
の
存
立
が
再
審
訴
訟
に
依
幽

て
麿
棄
若
く
は
破
棄
せ
ら
る
、
か
叉
は
該
判
決
が
不
能
な
る
事
項
若
く
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
事
項
を
誌
む
る
爲
其

の
内
容
k
適
合
す
る
敷
力
を
生
ず
る
こ
ε
を
得
ず
此
の
意
味
に
於
て
無
敷
な
る
場
合
の
外
は
之
を
否
認
す
る
こ
ご
得

ざ
る
も
の
な
う
。
故
k
本
訴
醗
に
勤
す
る
確
定
鋼
決
の
既
鋼
力
龍
服
す
べ
き
第
三
者
（
從
塗
加
人
）
が
主
π
る
當
事
者

に
於
て
訴
訟
を
不
十
分
に
爲
し
托
る
こ
ε
を
主
張
し
て
該
確
定
釧
決
の
既
劃
力
を
否
聡
し
潜
く
は
排
除
す
る
こ
ε
を

得
る
も
の
ピ
爲
す
が
如
き
は
既
到
力
そ
の
も
の
の
観
念
に
反
す
る
も
の
ε
瀕
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
銑
鋼
力
説
は
『
一

　
　
　
　
　
　
ヂ

種
の
制
限
せ
ら
れ
π
る
既
勤
方
』
潜
く
は
『
唯
僅
か
に
制
限
せ
ら
れ
だ
る
既
剣
力
輪
ε
云
ふ
が
如
き
観
念
を
認
め
た

，
ピ
雄
も
、
謂
ふ
所
の
制
限
は
論
者
の
蓋
し
恩
惟
せ
る
が
如
き
適
用
上
の
範
園
に
關
す
る
も
の
に
は
非
ず
し
て
實
に

既
判
力
の
本
質
に
關
す
る
も
の
た
9
。
而
か
も
斯
る
制
限
を
許
す
場
合
に
は
謂
ム
所
の
既
到
力
は
別
種
の
敷
力
に
麓

ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
ε
。
專
ら
難
本
氏
の
主
張
す
る
ε
こ
ろ
な
ウ
。
（
髄
四
）

　
論
者
の
云
ム
所
は
、
既
到
力
は
裁
到
が
有
敷
に
存
在
す
る
以
上
如
何
な
る
事
由
を
以
て
す
る
も
之
を
否
認
す
る
≧

ε
を
得
ざ
る
の
敷
力
な
る
が
故
に
、
馨
加
人
に
於
て
主
た
る
當
事
者
が
訴
訟
を
不
十
分
に
な
し
だ
る
≧
ε
を
主
張
し

て
之
を
排
除
し
碍
る
が
如
き
敷
力
は
、
既
到
力
ε
云
ふ
を
得
ざ
る
竜
の
な
蚤
ε
云
ム
に
在
勇
。
畢
覧
民
事
訴
訟
法
第

　
　
　
　
蟻
事
聯
訟
法
第
七
十
繰
に
所
謂
臓
朔
の
擬
力
の
本
質
を
論
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



　
　
　
　
民
毒
訟
蒙
‡
謄
驕
贅
麹
力
呆
馨
蓼
　
　
　
　
　
　
　
＝
〇

七
＋
雛
「
雲
嘉
倉
参
外
」
窺
定
髭
・
。
姦
讐
玄
あ
芸
垂
得
べ
し
．
（
改
爵
の
畢

蟹
婆
隼
云
へ
箕
の
箋
圭
欝
二
婆
根
撃
す
蒙
の
奮
）
整
季
．
嚢
葉
．
云
云
ノ
揚

合
ヲ
除
ク
外
」
窺
定
し
砦
巷
藻
を
嬰
し
、
然
る
後
斯
る
制
限
が
果
し
藷
誉
蒙
蒙
議
勢
そ

⑳
も
の
の
本
質
に
消
長
を
楽
す
や
否
や
を
討
究
す
可
し
。

　
鈎
々
我
民
宴
訴
騒
法
七
十
條
が
「
前
條
ノ
規
定
轟
依
り
謬
加
人
力
訴
訟
行
爲
ヲ
爲
ス
3
ト
ヲ
得
ス
叉
ハ
其
ノ
訴
訟

行
爲
力
敷
カ
ヲ
有
セ
少
リ
シ
場
倫
、
被
滲
加
人
力
滲
加
人
ノ
訴
訟
行
爲
ヲ
妨
ヶ
タ
ル
場
合
及
被
滲
加
人
力
滲
伽
人
ノ

爲
ス
蟹
ト
能
ハ
テ
〃
簿
騒
行
爲
ヲ
故
意
又
ハ
愚
失
昌
因
ソ
テ
爲
ナ
ヅ
リ
シ
揚
合
ヲ
除
ク
外
云
云
」
ε
規
定
し
た
る
そ

の
「
除
ク
外
」
な
る
意
義
（
奮
民
纂
臨
訟
法
第
五
十
誠
條
第
二
項
k
付
て
之
を
鶉
へ
ば
．
英
ノ
補
助
シ
タ
グ
原
亀
．
着

ク
薮
婁
訴
駿
呆
＋
分
蕊
多
ー
護
歪
マ
轟
あ
轟
、
磐
睾
誘
輩
六
＋
八
謄

付
て
云
へ
は
裂
R
（
2
青
缶
客
段
く
窪
謬
旨
）
’
鼠
艮
3
岸
ユ
窪
頃
旨
雲
讐
昌
堕
山
霧
ψ
霞
o
瓢
9
轟
℃
紳
唱
p
肱
叶
。
一
．
一
c
昌
因
。
。
一
一
け
軌
ψ
梓
鴨
。
一
齢

§
讐
聾
璽
葺
響
・
噛
き
憲
＆
曝
蔓
隔
を
…
．
．
の
轟
）
恕
縛
義
三
個
覧
解
が
罷

な
タ
ロ

　
第
一
は
・
≧
れ
を
以
て
既
劃
力
ε
關
係
な
き
別
個
の
事
項
を
定
め
た
る
も
の
ε
見
る
の
見
解
に
し
て
、
無
制
限
既

難
力
説
の
探
る
所
な
歩
。
之
に
付
て
は
第
二
節
の
第
輔
を
滲
照
す
べ
し
。



　
第
二
は
、
ヒ
れ
を
以
て
滲
加
人
k
訴
麟
が
不
十
分
に
爲
3
れ
た
う
ε
の
撫
締
を
脇
め
た
る
も
の
ε
爲
す
の
見
解
な

う
。
（
誰
五
）
ヒ
の
醗
に
依
れ
ぱ
、
髄
訟
が
不
十
分
に
爲
き
れ
た
る
揚
合
に
於
て
帝
裁
釧
の
敷
力
は
一
鷹
塞
加
人
に
封

　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
の
　
の
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
も

し
て
生
じ
唯
滲
加
人
は
訴
餌
が
不
十
分
に
爲
き
れ
た
る
旨
を
主
張
し
以
て
右
の
敷
力
を
排
除
し
得
る
ζ
ε
、
な
る
ベ

ヤし
。
從
つ
て
假
令
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
た
る
事
實
存
在
す
る
竜
馨
加
人
に
於
て
之
を
主
張
せ
ざ
る
以
上
は
、
當

峯
者
問
に
爲
さ
れ
泥
る
裁
列
の
数
力
は
當
然
塗
加
人
に
及
び
、
之
を
裁
到
斯
の
方
面
よ
う
云
ム
時
は
、
裁
到
斯
は
假

令
訴
訟
が
不
十
分
に
な
さ
れ
た
る
箏
實
廊
在
す
る
も
、
滲
加
人
に
於
て
之
を
主
張
せ
ざ
る
以
上
は
、
右
確
定
裁
鋼
に

凝
束
せ
ら
る
る
も
の
ε
云
は
ざ
る
可
ら
ざ
る
べ
し
。
畢
覧
、
≧
の
訴
訟
が
不
十
分
に
な
さ
れ
た
ウ
ピ
の
抗
辮
は
訴
訟

上
の
抗
辮
の
一
種
ε
見
る
こ
ε
を
得
べ
し
。

　
第
三
の
見
解
は
、
訴
謎
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
た
る
揚
合
に
於
て
は
確
定
裁
刻
の
数
力
は
最
初
よ
6
滲
加
人
k
及
ぱ

ず
、
反
面
よ
ウ
云
へ
ば
確
定
到
決
の
数
力
は
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
ざ
る
揚
合
に
限
ウ
馨
加
人
に
封
し
て
生
ず
る

竜
の
ε
爲
す
も
の
な
ウ
。
（
馳
六
）
從
つ
て
こ
の
見
解
k
依
れ
ば
、
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
き
れ
た
う
ビ
の
事
實
あ
る
揚

合
に
於
て
は
、
之
に
關
す
る
滲
加
人
の
主
張
を
侯
つ
迄
蔦
な
く
該
確
定
到
決
の
敷
力
は
最
初
よ
う
當
然
滲
加
人
に
及

ば
ざ
る
こ
ビ
、
な
る
べ
し

　
右
三
個
の
見
解
中
第
一
の
も
の
は
、
今
此
庭
に
於
て
は
之
を
全
く
論
外
に
置
て
可
な
ウ
。
何
ε
な
れ
ぱ
、
こ
の
見

　
　
　
　
民
事
蘇
訟
法
第
七
十
條
に
研
請
裁
到
の
敷
力
の
本
賓
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
図



　
　
　
　
昆
蓋
▼
聯
松
法
第
七
十
條
に
所
謂
盤
”
朔
の
数
”
カ
の
本
質
を
諭
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二

解
は
、
我
民
事
訴
匪
法
の
下
に
於
て
は
全
く
探
用
す
る
の
絵
地
な
き
の
み
な
ら
ず
前
紀
の
錐
本
氏
の
攻
撃
は
こ
の
見

解
k
封
し
て
向
け
ら
れ
た
る
も
の
に
非
ざ
る
を
以
て
な
9
。

　
又
第
二
、
第
三
の
見
解
の
何
れ
に
從
ふ
可
き
や
も
強
て
此
塵
に
於
て
論
定
す
る
こ
ε
を
要
せ
ず
。
今
は
泥
畷
こ
の

二
個
の
見
解
中
彼
を
探
，
或
は
之
を
探
る
こ
ε
に
因
つ
て
、
果
し
て
論
者
の
曇
ふ
が
如
く
滲
伽
に
因
つ
て
塞
加
人
に

封
し
て
生
す
る
裁
釧
の
敷
力
を
以
て
既
劃
力
な
タ
ビ
爲
す
≧
ε
に
支
障
を
來
す
や
否
や
を
討
硯
す
べ
し
。

　
先
ず
第
二
の
見
解
に
付
て
之
を
見
る
に
、
こ
の
見
解
は
、
前
述
の
如
く
、
欝
纂
者
間
に
爲
さ
れ
だ
る
確
定
判
決
の

敷
力
は
從
滲
加
人
に
封
し
て
竜
生
ず
れ
ど
も
、
唯
該
確
定
釧
決
の
塞
礎
ピ
な
り
だ
る
師
訟
に
於
て
滲
加
人
が
滲
加
の

時
に
於
け
る
訴
訟
の
程
度
に
從
ひ
翫
訟
行
爲
を
爲
す
こ
ε
能
は
ざ
り
し
揚
合
、
馨
加
人
の
訴
訟
行
爲
ε
被
滲
加
人
の

訴
訟
行
爲
ε
が
砥
鯛
し
た
る
爲
盤
加
人
の
訴
訟
行
爲
が
敷
力
を
生
ぜ
ざ
ウ
し
場
合
、
被
容
加
人
が
滲
迦
人
の
訴
訟
行

爲
を
妨
げ
た
る
場
合
及
被
謹
加
人
が
餐
加
人
の
爲
す
≧
ピ
能
は
ざ
る
謙
訟
行
爲
を
故
意
叉
は
過
失
に
因
ウ
て
爲
さ
ざ

多
L
場
合
に
於
て
は
馨
加
人
は
そ
の
事
實
を
主
張
し
て
≧
の
敷
力
を
排
除
し
得
る
竜
の
ε
な
す
も
の
な
う
。
而
し
て

之
に
封
し
て
参
加
酌
敷
力
説
の
論
署
は
、
斯
の
如
く
、
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
π
る
こ
ε
の
主
張
を
以
て
排
除
し

得
る
が
如
き
敷
力
は
、
最
早
既
判
力
ε
な
す
こ
ε
を
得
ざ
る
も
の
な
ウ
ピ
な
す
な
ウ
。

　
然
れ
ど
も
余
の
見
る
所
に
依
れ
ぱ
、
斯
る
制
限
を
受
け
た
る
敷
力
裕
亦
既
到
力
ε
繕
す
る
に
何
等
の
妨
げ
な
き
も



の
な
ウ
。
鞠
ζ
論
者
は
、
到
決
の
既
剣
力
に
服
す
る
當
事
者
若
く
は
第
三
者
は
、
該
到
決
が
有
敷
に
存
在
す
る
以
上
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ
　
ロ
ロ
ロ
ロ
　
の
　
の
ロ
　
の

何
な
る
事
由
を
以
て
も
之
を
否
認
す
る
こ
ε
を
得
ぎ
る
も
の
な
ウ
ε
前
提
す
る
か
如
き
も
、
元
來
判
決
の
既
鋼
力
は

論
者
の
言
ム
が
如
く
節
ω
緬
勤
鋤
恥
励
鞠
伽
ゆ
伽
抽
飾
。
必
ず
や
或
事
由
に
關
し
て
の
制
限
を
受
く
る
も
の
な
う
。

即
ち
既
釧
力
は
軍
に
或
一
定
の
事
由
を
以
て
は
該
確
定
到
決
の
内
容
を
不
常
な
ウ
ビ
孚
ム
事
を
得
ざ
る
相
封
的
致
力

な
ウ
。
決
し
て
如
何
な
る
窮
由
を
以
て
し
て
も
該
到
決
の
内
容
を
不
當
な
り
ε
孚
ふ
こ
ε
を
得
ざ
る
の
敷
力
に
は
非

　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ふ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

蛍
。
即
ち
殖
常
の
揚
合
に
於
て
判
決
の
既
劃
力
は
該
判
決
に
接
着
す
る
口
頭
辮
論
絡
決
の
時
迄
k
提
出
せ
ら
れ
た
る

ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
う
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

訴
訟
材
料
及
共
の
時
迄
に
提
禺
す
る
こ
ビ
を
得
べ
く
し
て
提
出
せ
ざ
う
し
訴
訟
材
料
に
關
蓮
し
て
生
す
る
も
の
に
し

て
こ
の
こ
ε
は
論
者
も
亦
之
を
離
む
る
ε
こ
ろ
な
ウ
。
（
註
七
）
果
し
て
然
ら
ぽ
遜
常
の
既
到
力
の
場
合
に
於
て
も
其

　
　
　
　
ロ
ロ
の

の
敷
力
は
相
封
的
に
し
て
常
事
者
叉
は
臨
到
力
に
服
す
る
第
三
者
は
唯
口
頭
辮
論
終
結
の
時
迄
に
提
幽
せ
ら
れ
た
る

事
實
及
び
提
出
せ
ら
れ
ざ
ウ
し
も
提
出
す
る
ヒ
定
を
得
べ
か
ウ
し
事
實
を
以
て
は
該
確
定
裁
到
を
不
當
な
ウ
ε
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ね
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
る
≧
ε
を
得
ざ
る
に
止
多
。
ロ
頭
辮
論
の
時
迄
に
存
在
し
た
る
も
提
出
す
る
こ
ε
得
可
ら
ぎ
蚤
し
事
實
及
び
口
頭

辮
論
絡
結
後
に
登
生
し
た
る
事
實
を
以
て
す
れ
ぱ
該
確
定
判
決
の
内
容
を
不
嘗
な
う
ε
主
張
む
得
可
き
も
の
ε
爲
さ

ざ
る
可
ら
ざ
る
や
論
な
し
。
而
竜
斯
の
如
く
確
定
到
決
の
致
力
が
相
封
的
な
る
の
故
を
以
て
既
鋼
力
の
観
念
に
反
す

る
も
の
ε
な
し
得
ざ
る
は
勿
論
、
之
が
爲
に
法
律
が
既
到
力
に
依
う
て
逮
せ
ん
ε
し
π
る
目
的
が
害
せ
．
ら
る
る
に
も

　
　
　
　
民
塵
訴
訟
法
第
七
十
傑
に
駈
謂
裁
朔
の
敬
力
の
本
質
を
論
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



　
　
　
　
民
諜
巽
筆
雀
馬
嚢
智
勢
の
本
箏
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
二
四

非
ず
癖
く
蒙
る
瞳
権
箋
勢
努
が
釜
を
欝
ε
暴
架
翁
し
星
す
霧
食
撃
、
巷

敷
力
の
程
度
が
、
「
滲
加
人
は
翫
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
た
る
事
實
を
主
張
し
餓
確
定
裁
釧
の
不
當
を
主
張
す
る
こ
ε

を
得
」
ピ
云
ふ
顯
に
於
て
」
般
醜
劃
力
に
比
し
幾
分
賜
め
ら
れ
た
う
ピ
す
る
も
、
之
を
既
釧
力
ε
解
す
る
は
毫
も
不

都
合
に
は
非
ず
ピ
云
は
ざ
る
可
ら
ず
。
鍔
詳
言
す
れ
ぱ
、
一
般
の
饒
到
力
の
場
合
に
於
て
は
、
之
に
服
す
る
當
事
者

叉
は
第
三
者
は
最
絡
の
日
頭
辮
論
の
時
迄
に
存
在
し
た
る
も
而
も
提
出
し
得
可
ら
ざ
ウ
し
事
實
及
口
顧
辮
論
終
結
後

に
生
し
た
る
事
實
を
以
て
之
を
排
除
し
得
る
も
の
な
る
が
、
滲
加
に
困
う
確
定
裁
剣
の
敷
力
が
滲
加
人
に
及
ふ
場
合

に
於
て
は
、
滲
加
人
は
か
伽
齢
跡
伽
躯
飾
該
確
定
裁
判
が
爲
き
れ
た
る
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
把
う
ピ
の
事
實
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
ヤ

以
て
右
の
敷
力
を
緋
除
し
得
る
竜
の
た
ウ
。
而
し
て
一
歩
進
ん
で
右
の
翫
訟
か
不
十
分
に
爲
さ
れ
た
う
ε
の
主
張
の

惟
質
を
見
る
に
こ
は
之
を
詳
書
す
れ
ぱ
、
墾
欄
人
が
滲
加
の
程
度
に
從
ひ
甑
議
行
爲
を
爲
す
≧
ε
能
は
ざ
今
し
≧
ε
、

滲
加
人
の
訴
訟
行
爲
が
、
被
蓼
加
人
の
訴
訟
行
爲
ε
犠
鯛
し
泥
る
爲
め
其
の
数
力
を
生
せ
ざ
う
し
こ
ε
凸
被
墾
加
人

が
滲
加
人
の
訴
訟
行
爲
を
妨
け
た
る
こ
ε
及
び
被
墾
加
人
が
滲
加
人
の
爲
す
≧
ε
能
は
ざ
る
訴
訟
行
爲
を
故
意
叉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

遇
失
に
閃
う
爲
さ
ざ
ウ
し
こ
ε
の
主
張
に
し
て
、
畢
覧
参
加
人
の
過
失
に
因
ら
ず
し
て
該
裁
例
が
不
十
分
な
る
（
鰺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ

加
人
よ
ウ
見
て
）
諒
詠
卦
粋
沁
齢
き
爲
き
れ
た
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
な
う
。
然
ら
ば
叫
般
の
既
到
力
の
場
合
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヨ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
む
　
ヤ
　
う
　
ち
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
じ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち

か
か
鱒
肺
蚤
新
齢
勘
瀞
が
蜘
終
の
口
頭
辮
論
の
時
迄
に
存
在
し
泥
る
も
而
唱
提
出
す
る
こ
ビ
を
得
可
ら
ざ
り
し
事
箕



ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
の
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
主
張
し
て
既
剣
力
を
排
除
せ
ん
ざ
す
る
ε
全
く
同
性
質
の
主
張
な
ウ
。
何
ε
な
れ
ぱ
後
の
揚
合
に
於
て
も
當
事
者

は
畢
覧
自
己
の
過
失
に
因
ら
ず
し
て
該
確
定
裁
到
が
不
十
分
な
る
訴
訟
資
料
に
墓
き
て
爲
き
れ
π
る
者
を
主
張
す
る

に
外
な
ら
ざ
れ
ば
な
ウ
。
叉
常
事
者
に
斯
る
主
張
を
許
す
以
上
は
、
之
を
全
く
同
趣
旨
に
於
て
褒
却
人
に
訴
訟
不
十

分
の
主
張
を
許
す
へ
き
こ
ε
亦
當
然
の
≧
定
、
云
は
ざ
る
可
ら
ず
。

　
斯
く
の
如
く
考
へ
家
る
時
は
、
常
事
者
が
最
絡
の
口
頭
辮
論
絡
結
の
時
迄
に
存
在
し
た
る
竜
而
も
提
出
す
る
こ
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
の
ロ

能
は
ざ
る
可
か
り
し
事
實
を
主
張
す
る
祐
、
滲
加
人
が
、
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
た
る
旨
を
主
張
す
る
も
等
し
く
自

己
の
遇
失
に
因
ら
ず
し
て
確
定
裁
判
が
不
十
分
な
る
訴
訟
董
料
に
某
き
て
爲
き
れ
た
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
に
し

て
、
前
者
の
主
張
を
以
て
該
裁
鋼
の
既
到
力
を
排
除
し
桿
る
≧
ε
が
既
到
力
の
観
念
に
矛
盾
せ
ず
、
既
到
力
の
本
質

を
害
せ
さ
る
も
の
な
る
以
上
は
．
後
者
の
主
張
を
以
て
既
到
力
を
排
除
し
得
る
≧
ビ
竜
亦
既
鋼
力
の
観
念
に
矛
盾
せ

ず
、
既
釧
力
の
杢
質
を
も
害
せ
ざ
る
可
き
の
理
な
夕
。
而
し
て
前
者
の
主
張
を
以
て
既
到
力
を
排
除
し
得
る
こ
ピ
が

既
釧
力
の
観
念
に
矛
眉
し
叉
既
到
力
の
本
質
を
害
す
る
≧
ピ
な
き
は
前
蓮
の
如
く
に
し
て
、
論
者
も
亦
之
を
麗
む
る

所
な
れ
ぱ
、
後
者
の
主
張
を
以
て
既
到
力
を
排
除
し
得
る
こ
ε
が
既
釧
力
の
観
念
に
矛
盾
せ
ず
叉
既
劃
力
の
本
質
を

害
せ
ざ
る
べ
き
こ
ε
勿
論
に
し
て
論
者
も
亦
之
を
認
め
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
る
べ
し
。

　
要
す
る
に
、
滲
加
に
因
う
て
確
定
裁
到
の
敷
力
が
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
揚
合
に
於
て
、
墾
加
人
が
訴
訟
が
不

　
　
　
　
民
毒
麟
訟
法
第
七
十
條
に
所
謂
裁
翻
”
の
数
“
カ
の
本
麿
隅
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
騨
置



　
　
　
　
　
民
塞
甲
艶
脚
訟
法
盤
即
七
十
鶴
怖
に
所
贈
珊
曲
晒
醐
月
の
鼓
占
刀
の
本
髄
筑
を
輪
澗
』
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
噌
山
ハ

十
介
に
爲
さ
れ
た
う
建
主
張
し
て
右
の
敷
力
を
排
除
し
得
る
こ
ご
は
、
こ
の
数
力
を
以
て
既
鋼
力
な
ウ
ピ
爲
す
に
何

等
の
妨
げ
ξ
も
な
る
も
の
に
非
ず
。
蛸
般
の
匿
到
力
ε
滲
加
を
原
因
ピ
し
て
審
加
人
に
封
し
て
生
す
る
鯛
決
の
敷
力

ε
の
問
k
は
論
者
の
云
ふ
が
如
き
「
本
質
上
の
差
異
」
決
し
て
在
る
ヒ
ε
な
し
．

　
次
に
前
に
述
べ
陀
る
第
三
の
見
解
即
ち
、
斯
謂
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
き
れ
た
る
場
合
に
は
、
確
定
裁
到
の
数
力
は

最
初
よ
6
滲
加
人
k
及
ぱ
ざ
る
も
の
ざ
爲
す
の
見
解
に
付
て
考
ふ
る
k
、
こ
の
見
解
に
從
ふ
も
亦
論
者
の
攻
撃
は
中

ら
ず
。
共
の
理
由
は
前
述
の
揚
合
k
比
し
て
軸
層
明
白
な
ク
。
尤
も
斯
る
見
解
k
依
る
時
は
、
七
十
條
所
定
の
揚
合

に
は
當
事
者
問
夜
爲
き
れ
π
る
確
定
裁
到
の
敷
力
は
最
初
よ
う
蓼
加
人
忙
及
ぱ
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
一
般
饒
到

力
の
場
合
k
於
て
之
に
服
す
可
き
常
事
者
が
口
頭
辮
論
絡
結
前
に
存
在
し
た
る
も
而
唱
提
出
す
る
≧
ピ
を
得
可
ら
ざ

う
し
事
實
を
主
張
し
て
該
既
鍋
力
を
排
除
し
得
る
ε
多
少
趣
を
異
に
す
る
も
の
あ
ウ
。
然
れ
ε
も
、
こ
の
こ
ε
は
既

釧
力
の
本
質
に
何
等
の
縫
更
を
も
加
ム
る
も
の
に
非
ず
。
蓋
し
こ
の
見
解
が
、
「
訴
瓢
不
十
分
に
爲
き
れ
た
る
揚
合
に

は
裁
劃
の
敷
力
は
滲
加
人
に
及
ぱ
ず
」
ε
曇
ふ
は
、
之
を
言
ひ
換
へ
れ
ば
「
常
第
者
間
に
爲
き
れ
た
る
裁
判
は
翠
に

訴
訟
が
不
十
分
に
爲
き
れ
ざ
ウ
し
揚
合
に
於
て
の
み
滲
加
人
に
封
し
て
敷
力
を
盤
ず
」
ε
の
意
な
る
こ
ピ
異
論
な
か

る
べ
し
。
即
ち
こ
の
見
解
に
依
る
時
は
、
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
の
規
定
は
之
を
一
言
に
し
て
蔽
へ
は
「
當
事
者
間

昌
爲
ナ
レ
タ
ル
裁
釧
ノ
数
カ
ハ
滲
加
人
二
封
シ
プ
モ
生
ス
レ
ド
毛
無
條
件
昌
生
遇
ル
毛
ノ
一
一
非
ズ
訴
訟
ガ
不
十
分
昌



爲
サ
レ
サ
〃
場
合
晶
限
リ
敷
力
ヲ
生
ス
」
ε
の
意
味
な
う
。
即
ち
、
「
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
さ
れ
ざ
る
場
合
に
限
ウ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ヤ
　
ヤ
　
や
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ぢ
　
ヤ
　
の
　
ロ
　
の
　
ロ

な
る
制
限
は
裁
到
の
数
力
そ
の
も
の
に
關
す
る
制
限
に
は
非
ず
し
て
、
裁
劃
の
数
力
を
墾
加
人
に
封
し
て
生
ぜ
し
む

ロ
　
の
ロ
　
ロ
　
の
　
の
　
ゆ
　
ロ
　
ロ
　
ヤ
　
ち

る
場
合
に
關
す
る
制
限
な
ウ
。
從
つ
て
叉
斯
る
制
限
に
依
つ
て
こ
の
敷
力
そ
の
も
の
の
性
質
が
既
到
力
ε
異
る
特
種

の
も
の
に
鍵
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
理
由
毫
も
存
在
せ
ざ
る
こ
ε
極
あ
て
明
臼
な
ウ
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
民
事
訴
級
法
第
七
十
條
が
「
云
云
ノ
場
合
ヲ
除
ク
外
」
ε
規
定
し
た
る
乙
ε
は
、
共
の
意
義
を

如
何
k
解
す
る
も
、
同
條
に
規
定
す
る
数
力
を
以
て
既
到
力
な
ウ
ε
な
す
の
妨
げ
ε
な
る
こ
ε
な
し
ε
云
ム
に
蹄
す

べ
し
。

　
（
昌
）
　
次
に
滲
加
的
敷
力
訟
は
厩
剣
力
の
根
櫨
ぞ
蓼
加
に
因
う
て
蓼
加
人
に
封
し
て
生
す
る
裁
到
の
敷
力
の
根
擦

ビ
は
全
く
相
違
す
る
が
故
に
、
こ
の
二
個
の
敷
力
は
全
く
別
個
の
敷
力
な
ウ
ε
爲
す
。
此
の
鮎
も
亦
專
ら
維
本
氏
り

主
張
す
る
所
な
ウ
。
（
註
八
）
其
の
論
旨
は
既
に
滲
加
的
敷
力
読
の
箇
所
に
於
て
（
第
二
節
第
三
の
（
二
）
）
詳
細
に
述
べ

た
る
所
な
る
が
今
便
宜
の
爲
其
の
要
旨
を
述
ぶ
れ
は
、
滲
加
に
因
つ
て
参
加
人
に
封
し
て
生
す
る
裁
判
の
敷
力
は
参

加
に
因
つ
て
馨
加
人
が
負
婚
す
る
責
任
に
共
の
根
擦
を
有
す
る
に
反
し
既
例
力
は
法
律
關
係
の
安
固
の
維
持
に
共
の

根
擦
を
有
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
二
者
は
全
く
共
の
根
擦
を
異
に
し
從
つ
て
叉
別
個
の
敷
力
な
う
摩
云
ふ
に
在

，
9
0

　
　
　
　
民
絃
甲
訴
訟
・
法
』
第
『
七
・
十
㎜
傑
に
”
跳
圃
㎜
裁
佃
鋤
の
数
皿
力
の
本
質
を
諭
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

扁
一
七



　
　
　
　
民
亭
聯
訟
法
第
七
十
僚
に
断
講
裁
朔
の
毅
力
の
本
質
を
鍮
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
一
八

　
右
の
所
詮
に
封
し
て
論
評
す
る
以
前
に
於
て
先
ず
注
意
し
置
か
ざ
る
可
ら
ざ
る
一
嘉
め
り
　
そ
は
即
ち
論
者
の
所

謂
参
加
人
の
費
任
な
る
意
義
が
不
明
瞭
な
る
鮎
な
り
。
即
ち
論
者
の
所
謂
蓼
加
人
の
費
任
が
主
π
る
嘗
事
者
を
補
助

し
て
伽
塾
加
勧
鋤
譲
伽
締
伽
働
恥
恥
帥
麺
価
を
意
味
す
る
や
或
は
又
蓼
加
人
は
癖
加
に
因
ウ
主
陀
る
當
事
者
を
補
助

し
麹
雛
驕
鶉
黎
鵯
認
蕎
駝
窺
詰
臨
銘
獅
瀧
紮
畿
節
趣
黎
和
溜
袈

の
　
の
　
む
ロ
　
む
　
の
の
　
ロ
　
の
む
　
の
　
ロ
ロ
　
　
　
の
コ
　
の
　
の
ロ
　
の
　
の
の
　
の
　
の
の
　
ロ
　
の
の
　
　
　
の

裁
釧
及
共
の
確
定
に
付
き
主
た
る
常
窺
者
ε
共
に
責
任
を
負
ム
可
き
も
の
な
り
ご
蓉
ム
に
在
ム
や
が
朋
臼
な
ら
ざ
る

な
う
。
第
二
節
第
三
の
（
二
）
に
於
て
引
用
し
た
る
論
者
の
論
述
中
「
：
：
要
す
る
に
換
加
的
敷
力
は
滲
加
人
が
滲
加

に
因
う
主
た
る
當
事
者
を
補
助
し
て
必
要
な
る
訴
謎
行
爲
を
爲
す
可
き
資
任
を
魚
櫓
し
だ
る
に
基
因
す
る
も
の
k
し

一
て
云
云
」
な
る
言
僻
よ
6
推
せ
ぱ
前
者
な
る
が
如
く
、
「
滲
加
人
は
云
云
其
他
必
婆
な
る
絡
て
の
訴
訟
行
爲
を
爲
し
得

る
も
の
た
ウ
。
さ
れ
ば
主
π
る
原
苦
叉
は
被
告
ε
其
の
相
手
方
ビ
の
間
に
於
け
る
訴
訟
に
於
て
（
イ
）
其
の
到
決
の
墓

本
ε
し
て
（
a
）
事
實
の
具
僑
（
b
）
法
律
上
の
弟
織
及
（
・
）
起
さ
れ
だ
る
請
求
鱗
に
闘
す
る
裁
到
が
斯
く
爲
さ
れ
且
斯

く
確
定
せ
ら
れ
た
る
こ
ε
は
濁
わ
主
把
る
常
事
者
の
み
次
ら
ず
叉
從
参
加
人
の
資
任
に
燭
す
る
も
の
に
し
て
從
盛
加

人
は
主
π
る
當
事
者
ε
共
に
其
の
責
任
を
頒
た
ざ
る
可
ら
ず
」
ε
の
趣
旨
の
需
跡
よ
む
察
ず
れ
ぱ
後
者
な
る
が
如
し
。

恐
ら
く
論
者
は
こ
の
二
個
の
責
任
を
全
く
同
一
な
る
も
の
ε
考
へ
た
る
も
の
な
る
べ
も
ε
難
も
こ
の
二
者
は
全
く

即
櫛
伽
瀞
歯
な
ウ
。
前
者
は
主
π
る
當
事
者
を
補
助
し
て
必
要
な
る
訴
訟
行
爲
を
爲
す
べ
き
責
任
な
ウ
。
即
ち
訴
訟



行
爲
を
爲
す
べ
き
責
任
な
ウ
。
後
者
は
滲
加
人
が
主
た
る
常
事
者
を
補
助
し
て
必
要
な
る
訴
訟
行
爲
を
爲
し
得
る
法

律
上
の
地
位
に
在
る
≧
ε
よ
う
認
あ
ら
る
る
責
任
に
し
て
、
裁
剣
が
斯
く
な
串
れ
且
斯
く
確
定
し
た
る
こ
ε
に
付
て

負
ム
ベ
蓉
責
任
な
ウ
。
即
ち
裁
到
に
甥
す
る
責
任
な
う
。
故
に
こ
の
雨
個
の
責
任
は
槻
念
上
全
く
別
個
の
責
任
な
ウ
。

而
し
て
論
者
の
所
云
滲
加
人
の
責
任
が
英
の
何
れ
な
う
や
不
明
な
る
こ
ご
前
述
の
如
く
な
る
を
以
て
論
者
の
所
謂
賛

任
を
≧
の
雨
個
の
意
義
に
解
し
、
果
し
て
論
者
の
云
ふ
所
が
正
當
な
5
や
否
や
を
論
す
べ
し
。

　
先
ず
、
滲
加
人
の
賛
任
を
前
の
意
義
即
ち
被
滲
加
人
を
補
助
し
て
必
要
な
る
訴
訟
行
爲
を
爲
す
可
き
責
任
の
意
義

に
解
し
て
之
を
考
ム
る
に
、
滲
加
人
に
斯
る
責
任
を
認
む
る
こ
ξ
は
現
行
法
上
少
く
ε
も
從
警
加
の
揚
合
に
於
て
は

不
可
能
な
ウ
ビ
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
元
來
滲
加
人
が
自
ら
滲
加
を
爲
す
は
其
の
補
助
せ
ん
ご
す
る
當
事
者
が
勝
訴

す
る
≧
ピ
k
付
自
己
自
身
が
法
律
上
利
盆
を
有
す
る
を
以
て
な
う
。
故
に
滲
加
人
が
謬
加
を
爲
す
は
全
く
自
己
の
利

盆
の
爲
に
し
て
補
助
せ
ん
ε
す
る
欝
事
者
の
利
盆
の
爲
に
は
非
ず
。
法
律
が
滲
伽
を
認
め
た
る
理
由
も
亦
滲
加
人
を

し
て
被
滲
加
人
勝
訴
の
場
合
に
於
け
る
利
盆
を
受
け
し
あ
叉
は
被
滲
加
人
敗
訴
の
場
合
に
於
け
る
不
利
盆
を
避
け

し
め
ん
ε
し
た
る
に
外
な
ら
ず
。
果
し
て
然
ら
ぱ
参
加
人
は
訴
訟
に
滲
加
す
る
こ
ご
に
因
O
訴
訟
行
爲
を
爲
す
の
櫨

能
を
有
す
る
に
至
る
ε
も
訴
訟
行
爲
を
爲
す
の
責
任
を
負
ム
に
は
至
ら
ず
。
法
典
第
六
十
九
條
（
奮
民
事
訴
訟
法
五

十
四
條
）
の
文
理
よ
う
云
ふ
も
亦
参
加
人
に
斯
る
責
任
を
認
む
る
こ
ピ
を
得
ず
。
叉
斯
る
責
任
を
以
て
滲
加
人
が
確

　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
に
所
請
裁
判
の
数
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



　
　
　
　
民
事
騨
訟
法
第
七
十
俊
に
所
調
裁
朔
の
鼓
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

定
裁
鋼
の
敷
力
を
受
く
べ
き
根
櫨
ε
爲
さ
ん
か
、
滲
加
人
は
翠
に
其
の
責
任
を
果
き
ビ
ウ
し
揚
合
即
ち
必
要
な
る
訴

匪
行
爲
を
爲
さ
ざ
り
し
場
合
換
書
す
れ
ぱ
訴
訟
行
爲
を
不
十
分
に
爲
し
π
る
揚
合
に
於
て
の
み
、
該
確
定
裁
判
の
熱

力
を
受
く
可
き
も
の
に
し
て
、
必
纂
な
る
訴
訟
行
爲
を
爲
し
た
る
揚
合
に
於
て
は
≧
の
敷
力
を
受
け
ざ
る
べ
き
の
理

な
多
。
蓋
し
こ
の
場
合
に
於
て
は
参
加
人
は
其
の
責
任
を
十
分
k
果
し
た
る
竜
の
な
れ
ぱ
な
ク
。
然
れ
ご
も
こ
の
結

論
が
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
の
明
文
に
反
す
る
は
勿
論
、
斯
る
奇
妙
な
る
結
論
は
何
人
も
之
を
首
肯
せ
ざ
る
可
星
。

更
に
叉
假
ウ
に
、
斯
る
責
任
を
以
て
、
確
定
裁
鋼
の
敷
力
が
参
加
人
に
封
し
て
生
す
る
根
擦
ピ
爲
し
得
る
も
の
ε
す

る
も
、
こ
の
根
擦
は
、
裁
到
の
数
力
が
滲
加
人
に
及
ぶ
の
根
擦
に
し
て
、
法
律
が
該
る
裁
例
の
敷
力
を
認
む
る
の
根

擦
に
は
非
ず
。
こ
の
鮎
に
付
て
は
後
に
述
ぷ
る
所
を
墾
照
す
可
し
。

　
次
に
論
者
の
斯
謂
責
任
を
右
の
如
き
意
味
に
解
劫
ず
、
滲
加
人
は
訴
訟
に
磨
加
す
る
こ
ε
に
因
ら
其
の
補
助
す
る

原
告
若
く
は
被
告
ε
共
に
攻
盤
防
禦
の
方
法
を
提
出
し
、
鐙
擦
方
法
を
提
出
し
潜
く
は
提
出
せ
ら
れ
た
る
鐙
擦
方
法

を
援
用
し
其
他
到
決
の
幕
礎
た
る
へ
き
纏
て
の
訴
訟
行
爲
を
爲
し
得
る
も
の
な
る
が
故
に
、
斯
る
訴
訟
行
爲
に
裁
き

裁
判
か
斯
く
な
さ
れ
且
斯
く
確
定
し
た
る
こ
ご
に
付
て
主
た
る
當
事
者
オ
共
に
貴
任
を
負
は
ざ
る
可
ら
ず
ε
の
意
味

に
解
す
る
時
は
如
何
に
な
る
可
き
や
に
付
て
論
ず
べ
し
。

　
第
一
に
論
者
が
滲
加
人
に
斯
る
賛
任
を
認
む
る
は
正
當
な
ウ
。
即
ち
余
肇
も
亦
、
滲
加
人
は
訴
訟
の
嘗
事
者
k
は



非
す
ε
錐
も
當
事
者
問
の
訴
訟
に
滲
加
し
訴
謎
費
料
を
提
出
し
以
て
訴
訟
の
結
果
k
劃
し
影
響
（
假
令
制
限
的
な
ウ

ε
は
云
へ
）
を
奥
へ
得
る
法
律
上
の
地
位
に
あ
る
者
な
れ
ぱ
、
裁
判
が
斯
く
爲
さ
れ
且
斯
く
確
定
せ
ら
れ
た
る
こ
ε

に
付
責
を
負
ふ
可
き
≧
ε
を
認
む
る
も
の
ね
ウ
。
（
註
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ロ
　
ゆ
ロ
　
の
　
ロ
ロ
　
ロ

　
第
二
に
然
れ
ご
菟
論
者
が
斯
る
貴
任
を
以
て
、
滲
加
入
に
封
し
て
生
す
る
裁
釧
の
敷
力
即
ち
轟
束
力
そ
の
も
の
の

ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ハ
リ
の
　
の
　
の
　
ゆ
　
の
　
ロ
ロ
　
ロ
　
の
　
ロ
　
ロ
　
　

根
擦
ε
爲
す
は
正
當
な
ら
ず
。
こ
は
寧
ろ
右
の
敷
力
が
滲
加
人
に
付
て
生
ず
る
の
根
櫨
な
ウ
。
論
者
は
こ
の
殿
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
の
　
ロ
の
　
の
　
ロ
ロ
　
の
　
ロ

過
し
、
斯
る
滲
加
人
の
賛
任
が
即
ち
滲
加
に
因
つ
て
参
加
人
に
封
し
て
生
す
る
数
力
そ
の
も
の
の
根
擦
な
う
ピ
し
、

之
を
一
般
既
釧
力
の
根
擦
（
法
律
生
活
の
安
固
）
芝
封
立
せ
し
あ
、
以
て
其
の
二
者
を
其
の
根
擦
に
於
て
全
く
異
る
敷

力
な
ウ
ε
論
結
し
た
る
な
ウ
。

　
今
論
者
の
こ
の
誤
謬
を
明
に
す
る
爲
先
ず
既
到
力
の
根
擦
ε
既
釧
力
の
主
槻
的
範
園
の
根
蝶
ε
の
理
別
、
及
滲
加

的
数
力
（
今
暫
く
論
者
の
斯
読
に
從
ひ
既
到
カ
ビ
別
個
の
敷
力
ε
し
て
之
を
假
想
し
置
く
可
し
）
の
根
擦
ε
滲
加
的

敷
力
の
主
観
的
範
園
の
根
擦
だ
の
匠
別
を
明
自
に
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
つ
の
の
の
　
ロ
の

　
（
イ
）
論
者
は
既
到
力
の
根
擦
を
以
て
法
律
生
活
の
安
固
を
期
し
民
享
訴
訟
制
度
を
可
能
な
ら
し
む
る
に
在
ウ
ε

爲
し
詑
ウ
。
余
も
亦
こ
の
織
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
な
う
。
（
註
δ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
の
の
　
の
　
の
の
　
の
　
の
の
　
の
　
の

　
（
ロ
）
　
然
れ
ど
も
吾
人
は
既
到
力
そ
の
も
の
の
根
擦
の
外
、
街
既
到
力
の
主
観
的
範
園
の
根
撮
を
考
へ
ざ
る
可
ら

　
　
　
　
　
鼠
塾
墨
儲
訟
法
惰
皿
七
十
曲
聡
に
所
謂
齢
髄
醐
”
の
費
ハ
カ
の
本
質
を
論
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
　
民
事
縫
訟
決
繁
七
十
俊
に
所
謂
裁
剣
の
数
力
の
本
質
を
諭
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ

ず
。
即
ち
吾
人
は
、
何
故
法
律
が
裁
釧
に
既
釧
力
な
る
一
種
の
轟
束
力
を
認
め
だ
る
や
を
考
ふ
る
外
樹
、
何
故
饒
釧

力
は
一
定
の
人
の
問
に
の
み
生
す
る
や
を
考
へ
ざ
る
可
ら
ず
。
法
律
が
裁
到
に
既
劉
力
な
る
一
種
の
轟
束
力
を
認
め

た
る
は
之
に
依
つ
て
法
律
關
係
の
安
圃
を
保
持
せ
ん
ε
し
た
る
に
因
る
な
る
べ
し
ビ
錐
も
．
そ
の
既
到
力
が
例
へ
ぱ

當
事
者
問
に
生
ず
る
も
の
ピ
な
し
た
る
は
、
當
事
者
は
訴
訟
資
料
を
提
供
し
得
べ
く
．
從
つ
て
該
裁
判
が
斯
く
な
さ

れ
斯
く
確
定
せ
ら
れ
た
る
こ
ε
に
影
響
を
與
へ
得
べ
き
が
爲
な
ウ
。
即
ち
法
律
が
裁
釧
に
既
到
力
を
認
め
た
る
根
擦

は
之
忙
依
つ
て
法
律
關
係
の
安
固
を
保
持
せ
ん
ε
す
る
に
在
る
も
、
そ
の
既
釧
力
が
例
へ
ば
當
事
者
間
に
生
ず
る
も

の
ε
な
し
た
る
根
擦
は
、
當
察
者
は
該
裁
釧
の
生
じ
π
る
訴
訟
に
於
て
翫
訟
費
料
を
提
供
し
得
る
の
地
位
k
在
う
從

つ
て
該
釧
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
地
位
k
在
う
ε
の
鮎
に
在
ウ
。

　
（
ハ
）
　
次
に
塑
加
蜘
蜘
加
伽
樋
伽
は
如
何
ε
云
ふ
に
、
論
者
は
こ
れ
を
滲
加
人
の
賛
任
即
ち
馨
加
人
は
滲
加
に
因

6
當
事
者
ε
同
じ
く
訴
訟
材
料
を
提
出
し
得
る
地
位
に
在
る
を
以
て
、
。
到
決
が
斯
く
爲
さ
れ
叉
斯
く
確
定
し
だ
る
こ

ε
に
付
主
π
る
當
事
者
ε
共
に
責
任
を
有
す
、
ε
の
馳
に
求
む
れ
ど
も
、
こ
は
正
常
に
非
ず
。
こ
の
責
任
は
寧
ろ
墨

加
的
数
力
の
主
観
的
範
圃
に
關
す
る
根
撮
な
り
。
何
ε
な
れ
ぱ
、
假
令
墾
加
人
に
於
て
確
定
裁
剣
が
斯
く
爲
さ
れ
且

斯
く
確
定
し
た
る
こ
ピ
に
封
し
資
任
を
有
す
る
ε
す
る
も
、
翠
に
こ
の
費
任
の
み
に
て
は
、
滲
加
人
k
於
て
右
の
裁

釧
を
不
當
な
ウ
ε
孚
ふ
こ
ε
を
得
す
ご
爲
す
ぺ
き
理
由
な
し
。
法
律
を
し
て
墾
加
的
敷
力
を
認
め
し
め
た
る
理
由
は



　
　
　
　
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ゆ
　
の
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ

他
に
在
ウ
、
他
な
し
法
律
關
係
の
安
固
の
要
求
即
ち
こ
れ
な
り
。
何
ご
な
れ
ぱ
潜
し
斯
る
要
求
を
度
外
親
す
る
時
は

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

假
令
滲
加
人
が
、
主
π
る
常
事
者
ε
共
に
訴
訟
材
料
を
提
供
し
得
，
從
つ
て
常
事
者
問
に
爲
さ
る
る
裁
釧
に
影
響
を

ロ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
う
　
ヤ
　
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

及
ぼ
し
得
る
の
地
位
に
在
ク
ピ
す
る
も
、
滲
加
人
に
封
し
て
右
の
裁
判
の
不
當
な
る
こ
ご
を
孚
ふ
こ
ご
を
禁
止
す
る

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

の
必
要
あ
る
こ
ピ
無
き
が
故
な
ゆ
。
法
律
が
滲
加
的
歎
力
な
る
轟
束
力
を
認
め
た
る
は
全
く
法
律
關
係
安
固
の
要
求

を
浦
足
せ
し
め
ん
が
爲
な
ウ
．
こ
の
要
求
な
く
し
て
滲
加
的
数
力
を
認
む
可
き
理
由
竃
も
存
す
る
こ
ε
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
の
　
の
　
　
の
　
の
　
の
　
ロ
　
の
　
の
　
の
　
ロ
　
の
　
ハ
リ
　
む

　
（
二
》
然
れ
ご
竜
参
加
的
歎
力
が
謬
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
は
、
詳
言
す
れ
ば
滲
加
的
敷
力
な
る
裁
到
の
轟
束
力

が
滲
加
人
ε
共
の
補
助
し
た
る
原
告
若
く
は
被
告
芒
の
間
（
或
は
英
の
相
手
方
ε
の
問
に
も
）
に
生
ず
る
は
滲
加
人

は
滲
加
に
因
ウ
主
た
る
當
事
者
ご
共
に
総
て
の
訴
訟
行
爲
を
爲
し
得
べ
く
從
つ
て
當
事
者
間
に
爲
さ
る
可
き
裁
到
及

其
の
裁
剣
の
確
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
地
位
に
在
う
て
．
裁
到
が
斯
く
爲
さ
れ
且
斯
く
確
定
し
た
る
こ
ピ
に
付

當
事
者
ピ
共
に
貴
任
を
頒
つ
可
き
に
茶
因
す
る
も
の
な
ウ
。
論
者
が
所
謂
滲
加
的
敷
力
そ
の
革
の
の
存
在
の
根
撮
ピ

な
し
た
る
所
の
も
の
は
實
は
滲
加
的
敷
力
の
主
観
的
範
園
に
關
す
る
根
擦
な
う
し
な
ウ
。

　
斯
く
の
如
く
、
敷
力
そ
の
も
の
の
存
在
理
由
ε
そ
の
敷
力
が
如
何
な
る
人
の
問
に
生
す
る
や
の
根
擦
ε
の
匿
別
を

明
自
に
し
た
る
後
、
既
判
力
の
存
在
の
根
援
ご
、
所
謂
滲
加
的
致
力
の
存
在
の
根
擦
ご
を
比
較
封
照
す
る
時
は
二
者
は

ひ
ロ
ロ
ロ

全
く
同
噌
な
ウ
。
即
ち
、
既
到
力
の
根
擦
も
所
謂
滲
加
的
敷
力
の
根
擦
も
等
し
く
之
に
依
う
法
律
關
係
の
安
固
を
期

　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
七
＋
條
に
所
謂
裁
朔
の
敷
力
の
本
質
を
験
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
忙
所
謂
裁
剣
の
羨
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

せ
ん
ε
す
る
に
在
う
。
果
し
て
然
ら
ぱ
、
論
者
が
既
剣
力
の
根
擦
ぜ
審
加
的
数
力
の
根
篠
ご
が
全
く
別
個
の
も
の
な

勢
ピ
な
し
た
る
は
全
然
誤
に
し
て
、
從
つ
て
又
論
者
が
斯
る
根
擦
の
差
異
を
理
由
ε
し
て
右
二
個
の
敷
力
が
益
く
別

種
の
敷
力
な
ウ
ピ
な
し
た
る
こ
ε
も
亦
誤
な
ウ
ε
云
は
ざ
る
可
ら
ず
。

笙
既
舞
の
欝
．

　
以
上
之
を
要
す
る
に
墾
加
的
敷
力
読
が
参
加
に
因
つ
て
滲
加
人
に
封
し
て
生
．
す
る
裁
到
の
致
力
を
以
て
既
到
力
ε

異
る
特
種
の
敷
力
な
ウ
ピ
爲
す
の
理
由
ε
し
て
主
張
し
た
る
も
の
は
総
て
理
由
次
き
も
の
た
う
。
論
者
が
滲
加
に
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で

う
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
裁
剣
の
敷
力
を
以
て
既
到
力
に
非
ざ
る
特
種
の
数
力
な
ウ
ε
爲
す
が
爲
に
は
、
こ
の

敷
力
の
丙
容
．
性
質
そ
れ
貞
身
が
異
る
も
の
な
る
こ
ε
を
謹
明
せ
ざ
る
可
ら
ず
、
然
れ
ご
も
斯
の
如
き
謹
明
は
到
底

之
を
爲
す
こ
ピ
能
は
ざ
る
べ
し
。
要
す
る
に
墾
加
に
因
つ
て
滲
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
裁
判
の
敷
力
を
以
て
既
鋼
力

に
非
ざ
る
特
種
の
数
力
な
り
ε
爲
す
べ
き
特
別
な
る
理
由
は
全
く
無
之
き
も
の
ぜ
曇
ふ
べ
し
。
果
し
て
然
ら
ば
本
節

の
冑
頭
に
於
て
述
べ
た
る
が
如
き
理
由
に
依
O
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
に
規
定
し
た
る
裁
判
の
敷
力
は
其
の
本
質
に

於
て
既
劉
力
な
う
ε
論
定
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
。
奥
伽
働
蜘
加
諦
伽
知
愉
⑳
如
。

　
第
三
．
無
制
限
既
到
力
説
か
制
限
的
既
到
力
設
か
。

　
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
の
云
ふ
敷
力
が
其
の
本
質
に
於
て
翫
剣
力
な
る
こ
ご
前
越
の
如
く
な
れ
ご
も
、
術
、
こ
の



既
釧
力
は
何
等
制
限
を
受
け
ざ
る
既
剣
力
な
ゆ
や
叉
は
制
限
を
受
け
π
る
既
判
力
な
ら
や
の
問
題
あ
ウ
。
元
來
こ
の

問
題
は
こ
の
敷
力
の
本
質
に
關
す
る
問
題
に
は
非
ず
。
然
れ
ピ
も
、
ヒ
の
敷
力
の
姿
を
明
に
す
る
爲
ご
、
に
附
随
的

に
之
を
論
ぜ
ん
ε
す
。

　
先
ず
從
來
の
所
謂
無
制
限
既
剣
力
詮
の
當
否
を
見
る
に
そ
の
説
が
少
く
ε
も
我
民
事
訴
訟
法
の
下
に
於
て
探
用
す

可
ら
ざ
る
こ
ビ
明
白
な
ウ
。
蓋
し
こ
の
詮
は
法
律
が
参
加
人
に
於
て
其
の
饗
加
の
時
に
於
け
る
訴
訟
の
程
度
に
随
ひ

諦
訟
行
爲
を
爲
す
こ
ε
能
は
ざ
り
し
こ
ε
、
滲
加
人
の
訴
訟
行
爲
が
被
屡
加
人
の
訴
訟
行
爲
ε
犠
鯛
し
た
る
爲
敷
力

琶
生
ぜ
ざ
O
し
こ
ピ
及
び
被
滲
加
人
が
滲
加
人
の
爲
す
こ
ε
能
は
ざ
る
訴
訟
行
爲
を
故
意
叉
は
過
失
に
因
ウ
爲
さ
ぜ

う
し
こ
ε
を
主
張
し
得
る
も
の
ε
な
し
泥
る
は
、
既
到
力
ε
は
直
接
關
係
な
き
別
個
の
（
全
然
無
關
係
に
は
非
ず
）
敷

力
即
ち
滲
加
人
が
既
判
力
を
受
く
る
事
に
因
つ
て
生
ず
る
損
害
の
賠
償
請
求
櫨
を
認
め
た
る
も
の
ご
解
す
る
も
の
な

れ
ご
も
・
斯
る
見
解
は
明
に
我
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
の
文
理
に
反
す
る
を
以
て
な
り
。
（
註
二
）
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
論
者
が
斯
る
読
を
爲
す
に
至
ウ
た
る
理
由
は
制
限
的
既
到
力
読
の
多
数
が
云
ふ
が
如
き
訴
訟
不
十
分
の
抗
辮
を

認
む
る
こ
ざ
は
既
剣
力
そ
の
も
の
の
本
質
を
害
す
る
も
の
ε
思
惟
し
如
何
に
し
て
か
こ
の
不
都
合
な
る
結
果
を
防
止

せ
ん
ε
し
た
る
に
あ
る
こ
ε
想
像
に
難
か
ら
ざ
る
所
な
る
が
、
假
に
訴
訟
不
十
分
の
抗
辮
を
認
む
る
ε
す
る
蜥
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
の
の
の
の
の

は
何
等
既
釧
力
の
本
質
を
審
せ
ざ
る
こ
ε
既
に
詳
述
し
た
る
斯
の
如
く
な
る
を
以
て
斯
る
迂
遠
な
る
見
解
を
探
る
の

　
　
　
　
　
民
富
〉
臨
”
訟
法
第
”
℃
十
條
に
所
謂
裁
列
の
数
一
，
力
の
本
唇
（
を
論
憾
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
　
　
　
民
亭
蘇
訟
法
第
七
十
簾
に
所
講
裁
胸
の
敷
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

必
要
も
亦
無
之
き
も
の
ピ
云
ふ
可
し
。
要
す
る
に
メ
ン
デ
勿
刊
函
封
、
廻
到
州
唄
氏
の
云
ふ
か
如
き
無
制
限

翫
劃
力
読
は
探
用
す
べ
き
に
非
ず
。

　
然
ら
は
吾
人
は
、
民
事
訴
訟
法
第
七
十
條
が
「
云
云
ノ
場
合
ヲ
除
ク
外
」
ビ
規
定
し
た
る
意
義
を
如
何
に
解
す
べ
き

や
。
こ
の
黙
に
關
す
る
可
能
な
る
見
解
に
付
て
は
既
に
本
節
第
一
の
（
ハ
）
に
於
て
述
べ
た
る
所
な
ウ
。
即
ち
、
之
を

以
て
斯
の
如
き
揚
合
に
於
て
は
滲
加
人
に
封
し
所
謂
訴
訟
不
十
分
の
抗
辮
を
総
め
、
之
に
依
つ
て
滲
加
人
を
し
て
既

鋼
力
を
排
除
せ
し
め
ん
ピ
し
た
る
も
の
な
ウ
ε
の
見
解
ε
斯
の
如
き
場
合
k
は
既
鋼
力
は
最
初
よ
う
從
蓼
加
人
に
及

ば
ざ
。
も
の
な
ウ
ε
の
見
解
ビ
が
之
な
，
、
こ
の
二
個
の
見
解
の
内
何
れ
が
正
欝
な
う
や
ε
曇
ふ
に
、
余
輩
は
我
民

事
訴
訟
法
の
下
に
於
て
は
後
者
を
以
て
正
當
な
ウ
ε
爲
さ
ん
ε
欲
す
。
蓋
し
後
者
は
我
堤
事
訴
訟
法
第
七
十
條
の
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
の
む
ロ
　
ロ

理
k
よ
う
適
し
た
る
が
故
な
ウ
。
即
ち
同
上
は
し
ば
／
￥
引
用
す
る
が
如
く
「
鼓
訳
ノ
揚
合
ヲ
除
ク
外
裁
判
ハ
馨
加

人
昌
封
シ
．
7
毛
其
敷
カ
ヲ
有
ス
」
冠
規
定
し
た
る
を
以
て
、
共
の
丈
理
よ
う
す
る
時
は
所
謂
「
云
云
ノ
揚
合
」
に
於

て
は
最
初
よ
ウ
裁
到
が
滲
加
人
に
封
し
て
敷
力
を
有
せ
ざ
る
も
の
即
ち
最
初
よ
O
裁
到
の
数
力
が
滲
加
人
に
及
は
ざ

る
竜
の
ε
解
す
べ
き
は
極
め
て
自
然
な
れ
ぱ
な
ウ
。
勿
論
余
輩
は
総
て
の
楊
合
に
於
♂
し
文
理
解
羅
の
み
に
頼
ら
ん
ビ

す
る
竜
の
に
は
非
ず
。
然
れ
ピ
竜
丈
理
鯉
繹
に
擦
る
も
何
等
の
不
都
合
が
生
ぜ
ざ
る
場
合
に
於
で
は
、
敢
て
他
の
解

繹
に
擦
る
の
要
な
き
も
の
ε
考
ム
る
竜
の
k
し
て
、
今
≧
れ
を
右
の
問
題
に
付
て
考
メ
る
も
、
右
の
如
く
解
す
る
こ



ビ
に
因
ゆ
何
等
不
都
合
を
生
ざ
る
が
故
に
後
詮
に
賛
成
せ
ん
ε
す
る
も
の
た
ウ
。

　
而
し
て
≧
の
見
解
に
依
る
時
は
、
滲
加
に
因
う
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
剣
決
の
既
到
力
は
制
限
的
な
も
の
な
ウ

や
又
隊
無
制
限
的
な
る
も
の
な
ウ
や
ε
云
ふ
に
、
余
は
、
既
剣
力
そ
の
も
の
即
卿
幽
獅
即
伽
曲
馳
よ
う
云
ふ
時
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ロ

制
限
的
に
し
て
、
そ
の
適
用
（
用
語
稔
彌
適
當
な
ら
ず
ε
錐
菟
他
に
適
當
な
る
雷
葉
な
き
が
故
に
暫
く
之
を
用
ふ
）

よ
ウ
云
へ
ぱ
制
限
的
な
う
ε
答
へ
ん
ε
欲
す
。
即
ち
、
當
事
者
問
に
爲
さ
れ
た
る
確
定
裁
到
の
既
到
力
が
墾
加
人
に

封
し
て
生
ず
る
揚
合
に
は
共
の
敷
力
は
其
の
本
質
に
於
て
は
勿
論
そ
の
強
度
に
於
て
も
、
當
事
者
問
に
生
ず
る
既
到

力
の
そ
れ
ビ
全
く
同
一
な
9
。
即
ち
滲
加
人
は
當
事
者
が
該
裁
到
に
羅
束
せ
ら
る
る
ε
全
く
同
榛
に
（
其
の
轟
束
の

内
容
、
性
質
等
に
於
て
）
之
に
覇
束
せ
ら
る
る
も
の
な
ウ
。
然
し
な
が
ら
こ
は
既
到
力
が
滲
加
人
に
封
し
て
生
し
た

る
曉
に
於
け
る
問
題
な
う
。
果
し
て
如
何
な
る
揚
合
に
於
て
既
判
ヵ
が
参
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
や
は
ヒ
れ
以
前
に

於
け
る
問
題
な
夕
。
而
し
て
ζ
の
織
に
付
て
法
律
は
一
定
の
制
限
を
設
け
、
既
鋼
力
は
輩
に
訴
訟
が
不
十
分
に
爲
§

れ
ざ
多
し
場
合
に
於
て
の
み
滲
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
も
の
ε
な
し
た
る
な
ウ
。
故
に
こ
の
制
限
は
全
く
既
到
力
の

適
用
に
關
す
る
制
限
即
ち
細
野
氏
の
云
ム
が
如
く
「
從
滲
加
人
に
封
し
て
到
決
の
敷
力
を
及
ぼ
す
制
限
」
な
う
。

（
蝕
三
）
決
し
て
既
到
力
そ
の
も
の
の
内
容
、
性
質
叉
は
強
度
k
於
け
る
制
限
に
は
非
ず
。
要
す
る
に
到
決
の
敷
力
が

滲
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
は
無
制
限
な
る
既
剣
力
が
滲
加
人
に
封
し
て
制
限
的
に
登
生
す
る
も
の
な
参
ピ
云
ふ
べ

　
　
　
　
民
亭
聯
訟
法
第
七
十
條
に
所
鰯
裁
列
の
数
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
二
七



　
　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
七
申
榛
に
齢
”
謂
毅
“
戯
”
の
救
力
の
本
質
を
論
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

し
。
こ
の
鮎
に
於
て
細
野
氏
及
余
輩
り
見
解
は
、
ス
タ
イ
ン
、
認
ル
ド
シ
勘
戴
。
ト
等
が
到
決
の
敷
力
が
從
嚢
撫

人
に
封
し
て
生
ず
る
こ
ε
を
以
て
制
限
せ
ら
れ
π
る
既
到
力
が
滲
加
人
に
封
し
て
生
ず
る
竜
の
ε
な
す
ε
大
い
に
異

る
も
の
あ
る
な
う
。
故
に
一
面
よ
り
云
へ
は
斯
る
見
解
は
、
制
限
的
既
劃
力
畿
に
鳳
非
ず
し
て
無
制
限
的
既
劃
力
醗

（
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
蓼
ソ
バ
ル
ン
ン
デ
イ
の
云
ふ
灰
ε
異
ウ
た
る
意
味
に
於
て
）
電
も
愛
ふ
を
得
べ
し
。
蓋
し
こ
の
説
は

滲
加
に
因
ラ
て
滲
加
人
に
封
し
て
生
す
る
既
例
力
の
内
容
性
質
叉
は
強
度
に
付
て
は
偲
等
の
制
限
を
も
認
め
ざ
る
が

故
奮
・
贅
鏡
雛
銘
趨
は
余
輩
前
に
聾
氏
の
斯
磐
引
用
墓
馨
を
菱
多
、
ず
雫

ツ
ェ
ミ
ッ
ト
等
の
所
説
冠
同
列
に
置
き
π
る
は
姜
當
な
ら
ぎ
る
ぺ
し
。

（
聾
一
）

（
鶴
二
）

（
甦
昌
）

（
註
四
）

（
融
誠
）

（
融
六
）

（
註
七
）

（
謡
八
）

一
H
o
躍
胡
凝
り
鉾
寧
O
陰
O
．
“
賊
o
o
噺
翼
o
u
臼
げ
輿
蝉
夢
9
0
．
O
・
ρ
陶
哉
・

山
田
氏
前
揚
竃
九
露
買
以
下
2
継
本
筑
，
法
學
論
叢
貰
巻
套
號
四
頁

維
本
氏
．
京
都
法
雌
曾
雑
誌
十
三
巻
七
號
所
載
前
掲
論
丈
、
三
四
頁
i
三
誠
頁

細
野
氏
．
前
掲
菖
O
鷺
宥
（
及
三
〇
五
頁
の
註
」
（
滲
照

薙
本
氏
、
前
掲
諭
文
四
〇
頁
－
四
三
買

ω
言
置
・
｝
o
β
器
”
．
9
0
。
O
●
一
国
戯
。
幹
鵠
一
肖
醤
・

細
野
前
掲
氏
、
三
〇
八
買
ー
三
〇
九
頁

薙
本
氏
、
法
學
船
叢
藁
巻
四
號
一
四
五
頁

ヘ
ル
ザ
‘
ヒ
氏
の
虫
張
す
る
所
も
亦
同
檬
な
り
、
第
二
節
簗
一
あ
（
イ
）
滲
照



　
　
（
難
脚
九
）
　
團
涯
賜
鶴
想
跡
毘
鼎
惚
砺
鱒
昌
〇
四
”
買

　
　
（
腔
一
〇
）
殆
來
既
馴
力
そ
の
も
の
の
楓
撮
に
付
て
は
學
者
間
に
大
な
る
壌
あ
れ
ご
も
今
は
こ
の
鮎
に
立
入
っ
て
論
議
せ
ず

　
　
（
鶴
一
一
）
細
野
氏
葡
掲
噺
一
＝
四
貰
の
匪
一
鍛
照

　
　
（
盤
耳
二
）
　
翻
野
氏
前
掲
筥
O
八
買

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
論
結

　
以
上
を
要
す
る
に
民
事
臨
訟
法
第
七
十
條
は
當
事
者
聞
に
な
さ
れ
た
る
裁
到
の
数
力
が
一
定
の
揚
合
に
限
φ
滲
加

人
に
鰐
し
て
も
生
ず
る
旨
を
定
め
た
る
も
の
に
し
て
共
の
敷
力
の
本
質
は
既
到
力
な
ウ
ε
漫
ふ
に
在
ク
。
（
完
）

民
亭
訴
訟
蟄
薦
七
十
僚
に
所
簡
裁
劃
の
数
力
の
本
質
を
論
ず

一
二
九


